
◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

皆さん、おはようございます。出席委員も定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の会議は、審査日程第２号によって進めます。

この際、建設課長より発言の申し出がありましたの

で、これを許します。建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

貴重な時間を頂き、大変申し訳ありません。

令和６年度尾花沢市歳入歳出決算書におきまして、

196ページ、197ページの公共土木施設災害復旧費の中

の12節委託料、14節工事請負費の予算額及び不用額に

一部誤記がございました。

正しくはタブレット内の正誤表のとおりであります。

誠に申し訳ありませんが、訂正につきまして、委員

長の許可をいただきますようお願い申し上げます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

ただ今、建設課長より訂正の申し出がありましたの

で、委員長においてこれを許可いたします。

それでは、ただ今から、令和６年度決算議案６案件

を一括議題とし、総括質疑を行います。なお、この際

申し上げます。今回の総括質疑については、先に議会

運営委員長からのご報告がありましたとおり、質疑、

答弁を含めて１人30分ずつの時間制とし、各会派等の

人員に応じて、それぞれ時間配分をいたしましたので、

よろしくご協力願います。

また、質疑の順序については、タブレットに掲載し

ております決算特別委員会審査日程表の総括質疑時間

配分予定表のとおりでありますが、時間の差異の調整

については、委員長にご一任を願いたいと思います。

なお、各会派等の持ち時間の３分前に、委員長より予

鈴をもってお知らせいたしますので、ご協力をお願い

します。

重ねて申し上げます。総括質疑に対する当局側の答

弁は、質疑者の時間制約もありますので、簡潔明瞭に

お願いいたします。

それでは、直ちに総括質疑を行います。まず、令

和・公明クラブの質疑を許します。菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

それでは、令和・公明クラブ総括質疑のトップバッ

ターとして、いろいろ質疑したいと思います。

まず、主要事業11ページ款項目２－１－１のＯＡ管

理事業でございます。これ、やはり時代の流れととも

に、かなりいろんなＯＡ機器、またはその通信費と、

非常にその経費が年々年々、いろんな形で増加してい

るかと思うんです。システムの更新、システムの改修

等々で、年々いろんなところで、経費がかさんでいる

ところです。業務委託、いろんな形でしてるかと思う

んですけども、その業務委託について、あの他にも、

いろんな形で、多くの業務委託があるんです。その中

で、代表して電算機器および保守点検業務委託につい

てご質問申したいと思います。

まず電算機器保守点検業務委託料、1,400万円ほど

あります。また、コンピューター等の賃借料ですけど

も、4,300万円ほどあります。これについての、その

台数と中身についてお伺いしたいんですけども、よろ

しいでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総務課長。

◎総務課長（永 沢 八重子 君）

ちょっと台数の詳細につきましては、手元に資料が

ございませんので、後ほどお示しさせていただきたい

と思いますが、主な内容につきましては、まず、コン

ピューターの保守点検委託料につきましては、ネット

ワーク機器の保守委託料が、あとは資産管理システム、

公開羅針盤、ＬＧ－ＷＡＮ等の保守点検、情報連携基

盤の保守点検委託料、タスククラウド機器のハードの

保守点検委託料、電算システム委託料と情報系の強靭

化サーバーハードウェアの委託料、クラウド接続サー

ビス切り替えに伴うハードウェアの保守点検、移動市

役所等の書かない窓口のハードウェアの保守等が主な

ものとなっております。

コンピューター等賃借料につきましては、さまざま

な基幹システムが入っておりますので、それらのソフ

トウェアの賃借料、あとはそういった基幹システムの

機器のリース料、ネットワーク機器のシステムの賃借

料などが、主なコンピューター等の賃借料となってお

ります。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

かなり多種にわたっての、ソフトがあって、ハード

もあるというところでございます。令和５年度と比較

しますと、電算機器及び保守点検業務委託料が100万

円ほどアップになっています。コンピューター賃借料

ですけど、これは1,000万円ほどアップになってるん

ですね。これについては、年々使うことによって、私

個人的な意見として、安くなってもいいんじゃないか

というふうに、ずっと前から思っているところなんで

す。これがアップになった原因について、中身につい

てお伺いしたいんですけども。
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◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総務課長。

◎総務課長（永 沢 八重子 君）

賃借料等がアップした主な原因でございますが、令

和６年度に基幹システムの機器のリースの更新がござ

いました。それに伴いまして、機器のリース料が、約

大体500万円ほど上がっております。こちらの上がっ

た主な要因といたしましては、やはり、あの昨今の部

材等の高騰や人件費の高騰がございまして、更新した

際の機器リース料が高くなっております。

令和６年度に、新たにオンラインで申請できるスマ

ート申請システムを導入いたしました。それに伴いま

して、約200万円ほど、新たな機器を導入しておりま

す。

もう一点は、行政のネットワークシステムの機器の

リースのほうが、一部新たに発生しておりまして、そ

ちらのほうが200万円ほど、新たに発生しております

ので、それを合わせまして５年度より上昇しているよ

うな状況となっております。

先程のシステムの台数でございますが、約400台ほ

どとなっております。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

了解しました。次から次へといろんな便利な機能が

入ってきて、コンピューター賃借料については、

1,000万円ほど上がっているということで、ぜひ、い

ろんな業務委託料はトータルすると膨大な額になるん

です。ですから、いろんな価格で、業務委託料をいか

に安価にするかというところは、大きな課題でないか

なと思っているところです。

ちなみに、お伺いしたいんですけども、業務委託料

を決める際に、見積りをもらう訳ですけれども、こち

らのほうで、予定価格というのを設定するかと思うん

です。その予定価格として設定して、合えば契約とい

う形になるかと思うんですけども、この業者について

は、この２つの業務委託については、一者でしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総務課長。

◎総務課長（永 沢 八重子 君）

業務委託の中身もさまざまございますので、業務委

託の中身によっては違う業者にもなっております。主

に基幹システムについては、一者でありますし、行政

のネットワーク関係もまた別の業者になるんですけど

も、そこも一者という形になっております。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

了解しました。できるだけ安価にするような形での、

こちらでの積算等をしっかりしていただいて、より業

務委託については、予算の執行については、的確にお

願いしたいなというふうに思っているところです。

続きまして主要施策22ページ２－１－７－12ですけ

ども、425万7,000円。地方創生推進アドバイザーでご

ざいます。その効果と実績についてお伺いしたいんで

すけども、よろしくお願いします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

このアドバイザー事業につきましては、専門的な知

見から本市の課題解決を目指すものとして、一昨年度

から取り組んでいる事業であります。

成果等につきましてですけども、この間、昨年度以

降も継続して行っておりますので、今年度の部分につ

いても少し触れることになりますけども、今後、空き

校舎となるであろう学校への複数企業の視察の受け入

れをすでに行っております。

また、特定地域づくり事業協同組合の設立について

も、今年度行っております。

今後になりますけれども、旧パレットスクエア跡地

を含む、まちづくり検討委員会。何度か議場のほうで

も議論させてもらっておりますけれども、これにつき

ましても、今年度中の立ち上げを今、計画しておりま

す。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

優秀な方ですので、ぜひ、どんどんいろんな形で知

恵を出していただきながら、より良い尾花沢市を作っ

ていただきたいと思うんですけども。

遠くからいらっしゃるということなんですけども、

この旅費とかレンタカー代は、どちらが持っているん

でしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

委託料425万7,000円という部分の内訳になりますけ

れども、このうち交通費については、130万円が当市

からの計上となっております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）
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菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

了解したところでございます。

続きまして、主要な施策22ページ２－１－７－12に

あります、地域安全克雪策定業務というところがある

んですけども。ちょっと私も初めて聞いたんですけど、

中身について教えていただきたいですけど。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

この事業につきましては、令和５年度から令和７年

度までの中で、この方針を策定するというものになっ

ています。

その方針の主な方向としましては、将来構想といた

しまして、克雪方針の策定の中で、例えば、除雪支援

組織の設立を目指す考え方と、広域連携による除雪支

援体制の確立を目指すというものであります。

具体的には、１つ目については、除排雪作業中の死

亡事故の防止を目指した取り組みになります。

２つ目につきましては、民地における自助と、また

はその集落での共助の除雪体制の構築を目指すものと

して、計画していくものと考えておりますけれども、

３年間で策定することによって、さまざまなアンケー

トも今、1,000人を対象として行ってきております。

昨年度は、この当課の事業については、予算をかけ

ないでアンケート等のデータを整理させてもらいまし

て、今年度中の冊子の策定を今、図っている訳ですけ

ども。この副次的効果といたしまして、この計画期間

内における除雪サービス事業の1,025万円が福祉課に

おける費用として使えるものでありますので、この分

については、昨年度の事業として、福祉課のほうに投

入させてもらって、主に除雪券等で活用してもらって

いるものが、ここのちょっと数字出てこないんですけ

ども、福祉の事業として発生しておるものであります。

以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

了解したところです。

この事業ですけども、策定ですけども、これは国の

主導なんですか。尾花沢市独自の策定ということで、

理解してよろしいでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

特に国の方針というのは、こういうふうに出てない

ので、本市としての策定になります。ただ、補助事業

としては、国のお金をもらっているというふうになり

ますので、よろしくお願いいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

本市独自のものであるとすれば、大変素晴らしいこ

とかなと思っております。中身についてはね、そのう

ち、できればあとで教えていただきたいなと思ってい

るところでございます。

続きまして、主要事業24ページの２－１－７、電子

タクシー券のシステム賃借料ですけども、400万円ほ

ど、賃借料としてお支払いしているようです。福祉タ

クシー券ですけども、トータルでだいたい890万円ほ

どの福祉タクシー券を利用しているかと思うんです。

その半分ぐらいが、賃借料としてなっているというと

ころなんですけども。

これについてですけども、少しもうちょっと、費用

対効果じゃないですけども、ソフトにこれだけかかる

というところを見ていただいて、もしだったら、もう

ちょっと、この賃借料がなければ、福祉タクシー券、

もうちょっと多く支払えるような感じもするんです。

で、やはりこれからのソフトの関係で、いろんなと

ころで、こういう支払いとか、さまざまな便利にする

ための経費が掛かりつつある、というところを認識し

ていて、これは、400万円が高いかどうか、私にはち

ょっと分かりませんけども、この額についてどう思う

か、ちょっとお伺いしたいです。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

高齢者おもいやりタクシー券でございますけれども、

こちらマイナンバー申請する際に、そういった400万

円ほどの費用がかかってくるものでございます。

マイナンバー申請のメリットとしましては、毎年、

申請のため市役所窓口へ足を運んでいただく必要がな

いことから、利用者にとっては大変便利なものとなっ

ております。

ですので、今後もマイナンバーでの申請を進めてい

きたいというふうに考えております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

いろんな形で、システムを利用する方、また、福祉
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タクシー券で紙ベースでまだ持っていらっしゃる方、

使っている方がいるかと思うんです。

この紙ベースと、このシステムを利用する方の、率

なんか分かればちょっと教えていただきたいんですけ

ど。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

高齢者おもいやりタクシー券の申請人数につきまし

ては、991人。そのうち、電子タクシー券での申請が

659人であります。率にしますと、66.5％ほどになり

ます。

また、紙の申請につきましては、332名。率にしま

すと、33.5％というふうな数字となっております。以

上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

せっかくのシステムですので、出来ればみんなで利

用していただいて、ご老人の方々ですから、ちょっと

ね、難しいところがあるかと思うんですけども、利用

の推進をお願いしたいところです。

続きまして、飛びまして、主要事業91ページの９－

１－１の負担金。通信指令センター共同運用負担金で

すけども、この設立がなって何ヶ月か経ちますけれど

も、この効果がどのようにあるか、ちょっと教えてい

ただきたいですけど。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防長。

◎消防長（折 原 幸 二 君）

お答えいたします。指令センター共同運用の効果で

すけれども、北村山３市１町の災害発生状況や、消防

救急車両の出動状況等の情報を指令センターにおいて

一元管理しておりますので、迅速な応援活動が可能と

なり、総合応援体制の強化が図られ、住民サービスの

向上につながっていると考えております。

また、通信指令員の専従化により、職員の知識や専

門性の向上が図られ、消防力の強化につながっている

と考えております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

了解しました。３市１町がまとまって、そういうシ

ステムをやってるというところなんですけども、３市

１町の方々が、まあ交互にやる訳ですけども、電話を

受ける方が、通称名とか場所とか、そういう混乱等は

なかったでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防長。

◎消防長（折 原 幸 二 君）

通信119番を受信して、指令センターの方で受信す

る訳ですけれども、その際、発信地、どこから電話が、

119番が掛かっているかというのを、地図上に表示で

きるシステムがあります。ですので、場所の特定は、

その発信地表示システムで行うことができますし、尚

且つ、尾花沢市からの119番受信で、他の消防本部の

方が取った場合、場所の特定が難しい場合等あると思

いますけれども、その場合に関しては、指令センター

の通話状態のまま、尾花沢市消防本部の通信指令室に

電話をつないで、三者間で通話して、場所の特定をす

るシステムも導入しておりますので、119番入電して、

場所等が分からない等の混乱はございません。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

了解したところです。ぜひ混乱のないような形での、

センターの運営をお願いしたいと思います。

だとすれば、今ある高機能消防指令センターですけ

れども、この保守点検業務委託料、1千17万5,000円で

すけども、業務委託料を支払ってますけども、これは

来年度から予算化なしということで、理解してよろし

いでしょうか？

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防長。

◎消防長（折 原 幸 二 君）

お答えいたします。通信指令センターの保守点検業

務委託料ですけども、指令センターは東根市のほうに

移動しましたが、消防救急デジタル無線に関しては、

尾花沢市消防本部内の通信指令室に設置なっておりま

す。その部分の保守点検料は残る形になります。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

だとすれば、１千17万5,000円については、そのま

ま継続するってことで、その共同運用でやる中で、メ

リットがどこにあるかというところなんですけども、

それと含めて、この安価になるようなところも含めて、

検討していただきたいなと思っているところです。

この額というのは、そのままの額ということなんで

しょうか。
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◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防長。

◎消防長（折 原 幸 二 君）

保守点検料の1,000万円の中には、昨年度まで設置

されていた、尾花沢市消防本部で設置していた指令セ

ンターの保守点検料も含まれておりますので、その分

はなくなりまして、今年度からは、指令センターの保

守点検料ということで、３市消防本部の方で負担する

形になります。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

そういう業務委託料はある程度少なくなって、新た

にその３市１町になるっていうところで、１つそうい

う旨も検討していただきたいなと思っているところで

す。

続きまして、96ページ、消防水利状況についてです

けども。今の消火栓、防火水槽等ですけども、私有地、

民有地に何件があって、こういう土地にある。そのど

の程度あるか、ちょっと教えていただきたいです。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えします。現在、消防水利の私有地の設置状況

ということですけど、消火栓525基の内、381基。防火

水槽340基のうち、281基が民地をお借りし、設置させ

ていただいている状況であります。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

了解しました。かなりの数が、民有地にあるという

ところです。やはり民有地にあるとすれば、それなり

の借地料が発生するかと思うんですけども、借地料の

支払い関係については、消火栓と防火水槽について、

どのようになっているかお伺いします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えします。契約につきましては、消防本部と地

権者の方で、５年の長期契約を結んでおりまして、借

地料につきましては、消火栓のほうは、かなり小さな

面積ということで、善意で、無償でお貸しいただいて

いるところです。

防火水槽、ポンプ庫等の大きな面積を有するものに

あっては、年間１坪200円で契約させていただいてい

るような状況であります。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

了解しました。消火栓については、善意で無償とい

うところで。防火水槽については、１坪200円という

ところですけども、この200円という額は、ここずっ

と変わらないのか、ある程度、途中改定があって上が

ったのか、ちょっとお伺いしたいんですけど。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

私の知る限りでは、40年程前から同じ金額できてい

るものであると認識しております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

やはり、１坪200円が高いかどうかについては、議

論があるかと思うんですけども。やはり、今後の防火

水槽に対するその意義付け、かなりこの間の火事等で

高いのかなという感じもいたします。ですから、その

借地料については、ぜひご検討願いたいなと思ってい

ます。

借地料の他に、例えば固定資産税ですけれども、そ

の減免関係のことについては、どうなさっているかお

伺いしたいです。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

市民税務課長。

◎市民税務課長（斎 藤 健 司 君）

申し訳ございませんが、減免関係については、今、

把握していない状況です。すいません。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

そういう固定資産税の部分的な減免も、将来的に検

討する必要があるんじゃないかなと思っているところ

です。よろしくお願いします。

続きまして、主要事業の94ページ９－１－２、ＩＰ

無線というところであります。このＩＰ無線機を活用

しているということなんですけども、メリット、デメ

リットについてお伺いしたいんですけども。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えいたします。ＩＰ無線機につきましては、消
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防団の自動車部20箇所と消防団上級幹部10人分、それ

から消防本部に１台設置しておりまして、消防職員と

消防団との災害時の交信に使うもので、被害状況など

も画像で取り込んで、消防本部に送るようなこともで

きますので、そちらで被害の状況などを把握したりで

きるものとして使用しております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

このＩＰ無線機については、やはりいろんなところ

で、ａｕとかソフトバンクとか、そういうところでの

通信ネットワークを利用してやるものかな、というふ

うに理解しているところです。だとすれば、あの通信

する際に、この差し込むやつ、ちょっと思い出せない

ですけど。通信量が発生するかと思うんです。それは、

お支払いはリースで借りているんですけども、どちら

が払っているか。例えば貸す側で全部セットで払って

いるのか、ちょっとお伺いしたいんですけど。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

こちらに記載してあります、123万2,674円というふ

うに記載がありますけれども、こちらの方はリース料、

それから通信料全て込みの値段でとなっておりまして、

こちら行政側で全部支払っております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

通信料金も含めて、リースを受けているというとこ

ろで、了解したところです。

その中に、消防団の業務で、ポンプ車庫管理という

ところが載っているんです。その消防団のこの車庫の

管理ですけれども、どこまで管理すればいいのか、ち

ょっとお伺いします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えします。ポンプ庫の管理につきましては、月

１回の消防団の消防水利等の点検に合わせて、ポンプ

庫の修繕、壊れている箇所なども点検していただきな

がら、随時点検していただくような形を取っていただ

いております。

その他、降雪期には、ポンプ庫の屋根の雪下ろし、

周りの除雪等もお願いしているというふうな状況であ

ります。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

了解したところです。ポンプの車庫の管理が消防団

だというところでの、理解なんですけども。屋根の雪

下ろしと、周りの除雪までということで了解したとこ

ろです。

続きまして、主要事業106ページ、10－４－５、芭

蕉、清風歴史資料館の管理業務についてなんですけど

も、その中で借地料、197万3,000円ですけども、基本

的に公の建物が、民有地の上に建っていると。その土

地を借地しているというところなんです。これが、将

来的にこれがいいのかどうか、額的なものが、当初の

契約と変わらないのかどうか、ちょっとお伺いしたん

ですけども。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

社会教育課長。

◎社会教育課長（塩 原 和 成 君）

芭蕉、清風歴史資料館の借地料についてでございま

す。こちらにつきましては、昭和57年の開館当初から、

土地所有者の方との借地の契約を結びまして、続いて

いるものでございます。以上でございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

公の建物が、そういう借地の上に立っていると、こ

れはいろんなことであるかと思うんですけども、将来

的に購入も含めて、対処すべきではないのかなという

ふうに思っているところです。なかなか、借地の上に

公の建物が建てるというのは、なかなか、そんな多く

はないのかなと、いうふうに理解してるんですけども、

将来的な展望はどういうふうに考えているかお願いい

たします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

市長。

◎市長（結 城 裕 君）

ちょっと私のほうからお話しさせていただければ、

単に芭蕉歴史資料館は単に、私も専門家ではないんで、

ちょっとそれを前提にですね。場所、芭蕉じゃなくて

地面の場所ですね。地面の場所。地面の場所について

は、やはり歴史上、その鈴木さんのその移転したとい

うこともあるんでしょうけれども、おそらくその土地

をですね、我々、いわゆる公共財の方に譲っていただ

くということ自体がですね、おそらく、一般的な考え

の中で、譲っていただくということには、なかなかな
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らないんだろうというのが、私のちょっと考えであり

ます。

やはり、一般の、全く例えば、空き地になっていた

ところに公共の施設を建てて、そういうことであるな

ら、譲っていただくということもあるんでしょうが、

もともとあの近辺っていうんでしょうかね、あの辺が

もともと鈴木清風さんに関係した土地だとすれば、お

そらく、今後、そういうお話をさせていただく場があ

ればですね、そういうこともお話しさせていただくん

でしょうが、単に土地に、単に建物を建てたという場

所ではないということが多分あるんだろうと思います。

今後、所有者とお話をしていくなかで、いろんな議

論が出てくるかと思いますので、そういうなかで、も

しどうぞと譲っていただくというようなことがあるん

だとすれば、そういうことも進めていければ、という

ふうに思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

本市の歴史の、この長い歴史の中で、いろんな過程

があって、今の現状があるかと思うんです。土地につ

いても、かなり歴史のある土地だというふうに、理解

したところでございます。

借地料ですけども、当初からほとんど変わってない

んでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

社会教育課長。

◎社会教育課長（塩 原 和 成 君）

正確な数字はちょっと分かりませんけれども、若干

の価格の上昇、また上がってからの下がりというので、

変動はあったものと考えられます。

現在の駐車場につきましては、今現在の数字で、し

ばらく変わらず動いているというところでございます。

以上でございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

了解しました。今後とも、そういう歴史のある、伝

統のある芭蕉、清風歴史資料館の運営については、よ

ろしくお願いしたいなと思っています。

私からの総括については、以上となります。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

市民税務課長。

◎市民税務課長（斎 藤 健 司 君）

先ほどの菅藤委員からのご質問で、消火栓と防火水

槽に関する減免についてですが、減免はしていない状

況でございます。

それで、固定資産税の中の減免規定のなかに、市の

ほうで有償、先ほど、１坪200円あたり賃料を払って

いるということで、そういったものを除く場合が、減

免規定に該当するということで、賃料を払っている場

合は該当になりません。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅藤昌己委員。

◎菅 藤 昌 己 委員

私の総括質問を終わります。ありがとうございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

それでは、私のほうから質疑に入らせていただきま

す。

すべて実績報告書のほうから質疑させていただきま

す。

まず、初めに実績報告書43ページ、３款２項１目、

ひとり親家庭学習支援事業について、この内容につい

てお伺いします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

ひとり親学習支援事業についての内容でございます

が、主に、ひとり親家庭の生徒、児童に対しまして、

持参した宿題の手助けや、家庭学習に取り組む際のア

ドバイスなどを行う事業の運営を委託しているもので

ございます。

令和６年度につきましては、教育委員会が実施して

いる寺子屋、夏の陣、冬の陣と共同で７回、それから

母子寡婦福祉連合会単独開催が２回の計９回開催して

いるところでございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

こちらの内容の、尾花沢市母子寡婦福祉連合会への

業務委託内容について伺います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

母子寡婦福祉連合会への業務委託内容につきまして

は、ボランティア講師等の謝礼、会場使用料、保険料、

事業実施に掛かる消耗品等になるものでございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）
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畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

承知しました。こちらのほうの事業、保護者の方々

からも、大変助かる。また、子どもたちも、昨年見さ

せていただいたんですけれども、子どもたちも楽しく

参加しているようですので、学習の手助けの回数を減

らさずに、この事業を続けていただきたいと思います。

それでは、次に実績報告書44ページ、３款２項３目、

保育施設原油価格物価高騰対策事業について伺います。

こちらのほうの事業の内容を伺います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

こちらの内容につきましては、民間の保育施設のほ

うへ、原油価格が高騰した分について、市のほうから

補助しているものでございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

じゃあですね、保育施設の方々からも、この事業、

毎年あるかなっていうふうに毎年聞かれるんですけれ

ども、こちら原油価格や物価高騰は、令和５年度同様

にさらに高騰しております。

５年度のほうは、保育施設新型コロナウイルス感染

症対策事業のほうで助成されておりましたけれども、

引き続き、この事業を継続していただけますでしょう

か。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

令和６年度につきましては、物価高騰対策重点支援

地方創生臨時交付金を活用しておりますけれども、今

後も交付金や補助事業等を模索し、継続できるよう努

めてまいりたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

ぜひ、子どもたちのためにも、継続していただける

ようによろしくお願い致します。

それでは、次に移ります。実績報告書49ページ、地

域子育て拠点等施設等運営状況について伺います。

こちらの中の出前子育て広場の内容について伺いま

す。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

こちらにつきましては、出前子育て広場は、地域の

実情や利用者のニーズにより、保育施設等を利用し、

出張広場を実施しているものでございます。

保育施設、公立の保育施設、さくら保育園、ときわ

保育園、玉野保育園で24回、保健センターで10回の計

34回を実施しているものでございます。

令和６年度につきましては、新たに健康増進課事業

の赤ちゃん広場を出張広場で実施したため、回数が増

となっているものでございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

出前子育て広場の回数も増えておりますし、子育て

支援センター内でのイベントの際にも、私も見させて

いただいておりますが、センターが最近は狭く思える

くらい、たくさんの親御さんとお子さんが参加してく

ださるようになっております。

見ていると、ちょっと人手が足りないのかなと思う

時もあるんですけれども、今後、子育て支援センター

のほうに、人員の配置なども様子を見て、増やしてい

ただけたらと思いますが、いかがでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

子育て支援センターの事業内容や、利用状況等を踏

まえまして、適正な人員配置となるよう、総務課とも

協議してまいりたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

ありがとうございます。引き続き、この子育て支援

センター、親御さんやお子さん達の憩いの場となるよ

う、これからもよろしくお願い致します。

それでは、次に移ります。実績報告書62ページ、６

款１項３目、就農移住者支援事業について伺います。

こちらホームページ作成業務委託料92万700円の内

訳について伺います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

ホームページ作成業務委託料の内容についてでござ

いますけれども、尾花沢すいか農学校のホームページ

の作成委託料といたしまして、86万3,500円、作成後

の保守管理委託料といたしまして、5万7,200円、合わ
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せまして、92万700円の実績でございます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

こちら、私もホームページのほう、見させていただ

きましたけれども、ホームページ作成後の、皆さんの

反応などはいかがでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

ホームページにつきましては、昨年の12月に完成い

たしました。約９カ月経ちますけれども、サイトへの

アクセス数を見てみますと、約7,300人のアクセスが

ございました。月を平均してみますと１月当たり約

800人から900人の方々より、アクセスをしていただい

ているような状況でございます。

農林課への問い合わせ数も、今年度は多く寄せられ

ておりますので、今後ともサイトへ導くＱＲコードを

付与した、紙媒体のチラシなども作成しておりますの

で、今後ともすいか農学校の情報発信について、さら

に強化してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

今、ご紹介いただいた紙媒体というのは、こちらの

ほうでよろしかったでしょうか。

ホームページでたくさんの方にアクセスしていただ

いて、周知していただくのも大切なんですけれども、

こちらのような紙媒体、私も今回ちょっと、恥ずかし

ながら、初めて見させていただきまして、すごくよく

できてるなと思いましたので、こちらのほうも今仰っ

たように、さらに活用していただきまして、あとは、

今年度は若手スイカ農家によるスイカサミットも開催

されました。さらに、すいか農学校の知名度も増した

と思いますので、ホームページと紙媒体、いろんな角

度からの宣伝を期待しております。

それでは、次にまいります。実績報告書73ページ、

３款１項２目、高齢者等買い物支援業務委託について

伺います。こちら配達件数の推移について伺います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

配達件数の推移についてのご質問でありますけれど

も、昨年度、令和６年度については、利用件数112件、

売上げとしては、48万2,000円ほどになっております

けれども、過去５年の状況で見てみますと、年度毎に、

件数についてはいろいろばらつきがございますが、多

かった年で、令和４年度、277件でありますけれども、

売上げ額としては、令和５年度56万2,000円ほどとい

うのが、過去５年では多い状況になっております。

昨年度、令和６年度については、112件の48万2,000

円ということでありますが、件数としては減っており

ますけれども、利用額としては、令和５年度と比較す

ると、14％減というような状況に留まっているという

状況でございます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

14％減というところでお聞きしましたけれども、こ

の事業については、以前にも私、質疑させていただき

ました。買い物弱者対策、高齢者の方の安否確認も兼

ねて、地元商店街の購買力向上につなげる事業と、そ

の際はお答えいただきました。

また、その際に見直しを図りながら、ともお答えい

ただいております。見直しをされた部分などあれば、

教えてください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

見直しについてのご質問でございますが、前回の答

弁以降、買い物支援の具体的な運営の中で、見直しを

行った部分というのはございませんけれども、ただ、

この事業につきましては、現在の商店街協同組合のほ

うで、委託をして、実施されているということで、同

様の高齢者への支援というような事業について、福祉

課の配食サービスもございます。

こちらも商店街協同組合のほうで行っているという

ことで、どちらも高齢者を対象にした事業だというこ

とで、今後、継続していく中で、この２つの事業を合

わせて実施できないかというところで、これからであ

りますけれども、関係課のほうとも、検討をしていき

たいというふうに考えているところです。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

承知しました。こちらのほう、加盟店を増やす、も

しくはまた利用者のニーズ調査なども行っていただき

ながら、

さらに利用される方が使いやすいような事業にしてい
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っていただきたいと思いますし、さらに、商店街の購

買力向上にもさらにつなげていただきたいなと思って

おります。

それでは、続きまして、実績報告書79ページ、７款

１項３目、地域振興活性化事業について伺います。こ

ちらのほう、尾花沢もっとまるだし未来まつりへの補

助金となっていると思うんですけれども、昨年、確か

１日で開催されたと思うんですけれども、今後、以前

２日間でしていたものを１日でしていくのか伺います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

尾花沢もっとまるだし未来まつりの、開催の期間に

ついてのご質問でございますが、以前、委員おっしゃ

る通り、２日間で実施しておりましたが、各種団体の

ほうから、２日間の開催となると、なかなか参加する

のが難しい、といった声が多数でございました。そう

いったことを踏まえまして、令和６年度からイベント

を集約しまして、１日で開催するというようなことで

実施しているところでございます。

今年度につきましても、１日の開催ということで、

現在準備のほうを進めているところでございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

承知しました。こちらのほう２日間でしていても、

240万円、１日で開催しても240万円という、確か事業

費でございました。正直、私のほうもこちらのほう、

参加させていただいておりまして、２日間参加する人

数というものが、人手というものが足りないなという

のも正直実感しておりました。市民の方もちょっと２

日間はきついよねっていう方も、割りといらっしゃい

ましたので、１日で開催することは、とても悪いこと

ではないなと私は思っております。

ただ、すごく盛り上がっているお祭りでもあると思

いますので、多少こちら１日で開催する際に、もうち

ょっとこの補助金のほうを増やしていただいたりしま

して、商業、工業の活性化のためにも、大切なお祭り

ですので、来場者数の推移なども、さらに伸びていく

ようなイベントにしていっていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。来場者数につきましても、やは

り２日間で開催していた時期については、まあ、１万

9,000人ほどの来場者がいらっしゃいました。

昨年の１日開催ということで、１万人程の来場者と

いうことになっておりますけれども。ただ、イベント

の内容を見てみますと、例えば、職業体験のブースな

んかには、年々お越しになる、お子さん、親子連れな

ども、増えてきているといった状況もございますので、

やはり、イベントの内容について、いろいろ創意工夫、

いろんなアイデアを皆さんからいただきながら、多く

の方々がお越しいただけるような内容にして、集客の

ほうも図っていきたいというふうに考えています。以

上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

確かに１日目の職業体験は、すごくたくさんのお子

さんたちと、お客様も市内外からいらっしゃってると

思います。よりよく楽しいお祭りに、また引き続きし

ていっていただけたらなと思います。

それでは、次に移ります。徳良湖スノーランド事業

です。すみません。失礼しました。実績報告書79ペー

ジ７款１項３目の中の、徳良湖スノーランドＷｉ－Ｆ

ｉ環境構築工事550万円について伺います。Ｗｉ－Ｆ

ｉ環境の利用件数、また成果などありましたら教えて

ください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。昨年度Ｗｉ－Ｆｉのほう、スノ

ーランドの会場のほうに、整備した訳でありますけれ

ども、アクセス件数については、175件というような

状況でございます。

成果といたしましては、そこのエリアについては、

スノーランドの開催も行っておりますけれども、併せ

て雪まつりの開催のほうも行っておりまして、そうい

ったことで、Ｗｉ－Ｆｉを利用したいと思っている来

場者の方の、利便性ということでは向上したのかなと

いうふうに考えております。

また、昨年度、本工事を行うにあたって、観光庁の

インバウンド安全安心対策推進事業補助金を活用して

事業を実施しております。仮にこう、災害等が発生し

た場合においても、訪日外国人の旅行者の求めに応じ

て、多言語での情報提供なども、円滑にできる環境が

整備されたのかな、というふうに考えております。以

上です。
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◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

利用件数175件承知いたしました。こちらのほう、

本当に今Ｗｉ－Ｆｉというものがないと、どこも使い

づらいとか利用しにくいっていうような状況、結構あ

ると思うんですけれども、こちらのほう、周知方法な

どはどのようにしているのか伺います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

周知方法についてのご質問でございますけれども、

昨年度、スノーランドの開催期間については、受付窓

口にＷｉ－Ｆｉが利用できる旨の、掲示を行いまして、

周知を図ってきたところでございます。

現在も利用可能となっておりまして、グラススタジ

オ旭の駐車場のところであったり、芝生広場のほうも

開放しておりますので、芝生広場の入口のほうに、Ｗ

ｉ－Ｆｉの利用が可能である旨、看板をこう設置して、

今、周知のほうを行っているところでございます。以

上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

確かに、冬はスノーランドをやっているところって

いうのは、今、夏場は緑地化するということで、そこ

で、寝っ転がってＷｉ－Ｆｉでつないでゆっくりして

いただけるような環境に、ということをお話を聞いた

ような気がします。

ただ、こちらのほうですね、範囲のほうが以前聞い

た時に、確かちょっとパントラックとかまでは届かな

い、っていうお話も聞いたのでした。で、夏場の利用

として、これから緑地の部分だけで、なんかもったい

ないのかなと思うんですけれども。最近、カフェもで

きたことですし、そこのカフェのほうまでは、このＷ

ｉ－Ｆｉっていうのは利用できる範囲内にあるんでし

ょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

Ｗｉ－Ｆｉの通信エリアに関する質問だと思います

けれども、電波の範囲としては、現在のスノーランド

で開催されるエリアでの通信というような状況になっ

ておりまして、それを超えた部分については、そこま

でのＷｉ－Ｆｉ環境にはないというような状況でござ

います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

承知しました。

件数として、ちょっと175件の利用しかないという

ところで、私、ちょっと、もう少し何かうまく使うこ

とできないのかなと思っております。今後、そういう

利用者が多いカフェとか、例えば、緑地の部分もそう

ですけれども、夏場のパンプトラックの辺りとかまで、

つないでいただけるような、せっかくかけたこの工事

ですので、利用者の方がさらに使いやすいような、Ｗ

ｉ－Ｆｉ環境にしていただきたいなと思っております。

それでは、続きまして、実績報告書90ページ、８款

５項２目、不良住宅除却促進事業と老朽空き家除却事

業、両方について伺います。

不良住宅と老朽空き家の件数を伺います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

不良住宅と老朽空き家の件数でございますけども、

昨年度の４月の段階で、空き家の解体ということで、

申請のあったのは全体で15件ございました。

その後、建設課の方で、不良度の認定、審査と言い

ますか、現地の方を確認いきまして、不良住宅が７件

老朽空き家が８件となったところでございます。

実績報告書の通り、その後ですけれども、不良住宅

の解体を行った件数が６件で、老朽空き家の解体を行

った件数が４件となってございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

本当に年々、空き家、そういったこう、ちょっと崩

れかけているような空き家とか、割と見かけるように

なりました。最近、特にまた増えてきたのかなと思っ

ております。

昨年度も質疑させていただいたのですけれども、老

朽空き家事業、今年度でこちら３年目迎えております。

この事業を継続していくのと併せまして、また今後、

補助金の増額なども視野に入れていただきたいと思っ

ているのですがいかがでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

老朽空き家事業につきましては、不良住宅に該当し
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ない住宅の除去に対して、その費用の４割、40万円を

限度として交付する事業であります。

こちらの事業につきましては、畑中委員が仰るとお

り、令和５年度からスタートしまして、今年度で３年

目となっております。ただ、最近の物価の上昇に伴い

まして、解体工事の単価といいますか、工事費も、

高騰してきているものと認識しているところでありま

す。

今年度で３年目ということでございますので、まず

は、しっかりと事業の検証を行いながら、より充実し

た事業になるように検討していきたいと考えておりま

す。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

畑中和恵委員。

◎畑 中 和 恵 委員

承知しました。こちら、老朽空き家除却事業のほう

ですね、続けていただきまして、不良住宅の発生を抑

制していただきたいと思っております。

以上で、私からの質疑を終わらせていただきます。

ご答弁ありがとうございました。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

続きまして、令和・公明クラブ髙橋隆雄から総括質

疑、続けさせていただきます。

資料のほう、歳入歳出決算書102ページ、３款１項

２目になります。その老人福祉費の19節扶助費につい

て、不用額494万8,408円とありますが、この利用され

なかった主な理由をお聞かせください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

老人福祉費の19節、扶助費の不用額でございますが、

その中でも多いのが、高齢者社会参加型促進事業、高

齢者おもいやりタクシー事業となっております。

その使用率が低かったことから、多くの不要額が出

たものと考えております。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

今、２つの項目について利用率が低かったとありま

したが、その利用率が低かった主な理由というのは、

どういったことでしょう。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

おもいやりタクシー券でございますが、使用率が

52.7％となっておりまして、昨年度より12.7％低くな

っております。令和６年度からマイナンバーカードを

利用した電子事業を本格実施しておりまして、多くの

市民の方から電子化に移行していただき、電子化され

ている方には、10枚追加して交付しているものでござ

います。この10枚、追加交付された方が、全部使い切

れずに残ってしまったことも、使用率低下の一因では

ないかと考えております。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

おもいやりタクシーについては、大変あの便利な事

業だと思いますし、高齢者にとっては大変ありがたい

事業だと思いますので、利用率を上げるっていうこと

も大事ですけれども、使用者がもっと理解して使える

ような形で、広報していただければいいんじゃないか

な、というふうに私は思っております。

次に、その事業ですが、今後どのように、先ほど言

いましたけども、周知利用を施していくのかお聞かせ

ください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

利用率が低いということであります。今後につきま

しては、昨年度の分析等を行いながら、おもいやりタ

クシー券の適正な枚数を検討しまして、市報やホーム

ページを通して、市民の皆さんに周知を図っていきた

いと考えております。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

ぜひですね、多くの皆様に利用いただけるように、

高齢者の方に利用いただけるように、周知のほう、よ

ろしくお願いしたいと思います。

続きまして、同じく歳入歳出決算書102ページ、３

款１項３目、身体障害者福祉の19節、扶助費について。

重度心身障がい（児）者医療給付3,042万9,458円につ

いてお伺いいたします。

この利用者数と、医療機関、年代別利用者数を教え

ていただきたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

健康増進課長。

◎健康増進課長（齊 藤 孝 行 君）
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重度心身障がい者の医療費の給付の部分につきまし

ては、健康増進課で担当しておりますので、私のほう

から説明させていただきます。

まず、重度心身障がい者の医療費の部分につきまし

ては、医療機関等を受診した際の自己負担額の調整に

なります。こちらの、まずは利用者数ということであ

ります。６年度につきましては401人というふうにな

っております。

医療機関につきましては、こちらのほう、医療給付

でありますので、主に北村山公立病院が一番多くて、

あとは市内の医療機関ですとか、薬局になります。

もう一点、年代別の利用者数っていうようなことで

あります。一番多いのが、70歳から79歳までが１番多

い状況です。次に80歳から89歳、そして３番目に60歳

から69歳、というような状況であります。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

回答ありがとうございます。今、回答いただきまし

て、ちょっとびっくりしているのが、その高齢の方が

多いということで、若年層の方はあまりいらっしゃら

ないという理解でよろしいでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

健康増進課長。

◎健康増進課長（齊 藤 孝 行 君）

そういう理解でよろしいかと思います。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

ありがとうございます。手厚い保護を給付というこ

とで、大変、障がいを持った方にとってはありがたい

事業だと思っております。

意外と高齢者が多いというのは、先ほども申し上げ

ましたとおり、ちょっとびっくりしたところで、もう

ちょっと若年層の方もいらっしゃるのかなとは思いま

したが、こういった結果だということで、理解したと

ころです。

続きまして、実績報告書41ページ、３款１項２目、

緊急通報システム運用事業についてお伺いいたします。

この中で休止中とありますが、その主なる理由をお

聞かせください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

休止中の理由でございますが、申請により、機器の

設置を行い、ご利用いただいておりますけれども、入

院等によりまして、長期不在となる場合、申し出によ

り休止となる場合がございます。

期間が６か月を超える場合には、確認の上、機器を

撤去する等の対応をしているところでございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

分かりました。そのうちのですね、対象世帯となる

世帯があると思うんですが、その設置率、申し込みが

あったものも含めて、全体で設置しなきゃならないっ

ていうものに対しての設置率っていうのは、何％ぐら

いあるんでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

対象世帯ということでありますが、令和７年４月１

日現在の、高齢者のみの世帯が1,620世帯となってお

ります。

利用世帯につきましては、６年度末で173世帯、率

にしますと、10.68％になります。ただ、高齢であっ

ても、元気な方も多くいらっしゃいますので、緊急シ

ステムについてはまだ不要という方もいらっしゃるよ

うであります。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

元気な方もいらっしゃるので、ということで、利用

率も10.68％と、大変低い率になっております。今後、

やっぱりいろんな事案が発生しておりますので、こう

いった緊急システム通報システムについては、設置率

を上げて、何かあった時にすぐに対応できるようにす

べきだと思いますが、いかがですか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

やはり何かあった際には、大変便利なものでござい

ます。

こちら、申請につきましては、民生委員さんをとお

して申請していただく、というのが流れになってござ

います。でありますので、相談に来られた場合は、民

生委員さんに相談していただきたいということ、また

は市役所窓口でも、そういったことを丁寧にお聞きし

ながら、周知を図ってまいりたいと思います。以上で

す。
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◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

ぜひですね、元気な方でも、やっぱり突然何が起き

るか分かりませんので、利用率をぜひ上げていただい

て、高齢者を見守るという意味でも、設置率を上げて

いただきたいというふうに思います。また、これはス

マートフォンで併用できるようなものではないんです

よね。システムが、なんていうか、緊急システムがあ

って、なると思うんですが、これを逆にスマートフォ

ンなどのアプリで、いろんな方に対応できるようにす

るということは考えていらっしゃらないでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

このシステムにつきましては、今、警備会社のほう

にお願いしているものであります。

例えば、トイレのほうにセンサーを設置しまして、

24時間以上、その開け閉めがなかった場合、警備会社

が駆けつけるというようなシステムでございまして、

今のシステムを継続してしていきたいと考えておりま

す。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

了解しました。

続きまして、実績報告書41ページ、３款１項２目、

除雪サービス事業についてお伺いいたします。

除雪サービス、意外と雪が多いと申し込み件数が増

えてきて、なかなか対応できないという話をお伺いす

ることがあるのですが、昨年において依頼して断られ

る方っていうのは、実際いらっしゃったんでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

除雪サービスについての主な委託先ですが、シルバ

ー人材センターが主な受託先となってございます。ま

た、事前に登録いただいた受託業者として、集落内を

受託し、団体や個人で請け負う方もいらっしゃいます。

例年、降雪が続いてきますと、除雪依頼が混み合っ

て、利用者が希望するタイミングでの除雪が難しくな

るようなことがあるようでございますが、日程を調整

するなどしまして、依頼があった分については、作業

していただいているようでございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

やっぱり集中するというのは分かりますが、なるだ

け多くの方、事業者を巻き込んで、早急に対応できる

ような体制を整えていただければと思います。

特に尾花沢マルチワーク事業も、共同組合も立ち上

がることですので、そういったところも利用しながら

やっていただければ、というふうに思います。

また、この中でですね、除雪券交付枚数が40枚、10

枚、50枚とありますが、これはどういった理由で、こ

ういう分け方をしているのか、お聞かせください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

交付枚数でございますけれども、当初の交付枚数が

１世帯当たり40枚となっております。ただし、豪雪対

策本部が設置されますと、追加で10枚の交付となりま

す。

対策本部設置後の申請分については、50枚というこ

とでなっておりますので、対策本部設置の前か後かと

いうことで、こういった違いが出てきたものでござい

ます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

了解しました。やっぱり雪が多く降れば、それだけ

落とす回数、除雪する回数も増えてくるので、除雪枚

数も増えてくるということで理解したところです。

これを、今年もどういうふうな降雪になるか分かり

ませんけれども、こういった、やっぱり手厚い対応と

いうのが、今後も必要になってくると思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、実績報告書45ページ、３款２項４目、

放課後児童クラブ支援事業についてお伺いいたします。

支援員キャリアアップ補助、支援員等処遇改善補助、

これらの内容をお聞かせください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

はじめに、放課後児童クラブ支援員キャリアアップ

処遇改善事業費補助金でございますが、こちらにつき

ましては、育成支援の内容向上を担うため、より専門

性の高い研修を受講した職員に対して、処遇改善が図

られている場合、勤続年数や賃金の改善状況に応じて、

補助を行うものでございます。
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また、放課後児童クラブ支援員処遇改善事業費補助

金でございますが、こちらについては、放課後児童支

援員等の放課後児童クラブの指導員について、資格の

有無にかかわらず、賃金の改善が図られている場合、

月額1万1,000円を上限として補助するものでございま

す。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

了解しました。

続きまして、実績報告書52ページ、４款１項１目、

公立病院負担事業について、お伺いいたします。

３月納付分124万7,461円が返金とありますが、その

理由をお聞かせください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

健康増進課長。

◎健康増進課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。北村山公立病院の負担金という

ことで、３月で清算された124万7,461円の返金、その

理由であります。

負担金の額につきましては、病院組合の議会の方で

決定されまして、当初、1億1,949万4,807円で決定し

ております。それに基づいて、５月と９月の２回に分

けて、市のほうで支出しております。そして、12月の

病院組合の議会のほうで、３市１町の負担金の部分が、

繰り出し基準額等の変動等に伴いまして、減額補正さ

れたところでおります。

それに伴いまして、本市の負担金も実績額として、

1億1,824万7,346円に減額されたため、その差額分、

今回の124万7,461円ですけど、３月に清算して、北村

山公立病院から返金になったものであります。以上で

す。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

了解しました。

続きまして、実績報告書53ページ、４款１項６目、

健康増進事業（単独）について、実施人数は報告され

ておりますが、性別年代別の検診率と、その結果を踏

まえての今後の課題をお聞かせください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

健康増進課長。

◎健康増進課長（齊 藤 孝 行 君）

検診事業の、主にがん検診の部分での数字のほうを

お答えしたいと思います。

まず、本市のほうで公費負担を実施しているがん検

診は胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん検

診でございます。

令和６年度の受診率は、胃がん検診が16.3％で、肺

がんが26.2％、大腸がんが25.9％、乳がんが20.6％、

子宮がんが15.9％となっております。

ただ、今、令和６年度の数字でありますが、令和６

年度から受診率の算出方法が変わっております。それ

に伴って、過去の受診率は比較できませんので、それ

に合わせて、県のほうでも今、取りまとめ中でありま

す。

令和５年度のほうの受診率と、県内のほうを比較し

ますと、市の傾向として、胃、肺、大腸がん検診は県

よりも高い状況です。乳がん検診については、ほぼ県

と同一の数字でございます。子宮がん検診については、

県平均よりも低くなっている状況であります。

特徴的な傾向としまして、胃がん検診の受診率が、

男性よりも女性の方が低くて、中でも40歳代から50歳

代の女性が低い傾向になるのかなと。子宮がん検診に

ついては、県全体よりも低い受診率でありまして、特

にやはり20代から30代前半の受診率が、他の年代より

も低くなっている状況であります。

今後の課題としましては、今言った傾向を踏まえて、

例えば乳がん検診等については、現在、子育て中のお

母さんたちに、子どもの健診時に、お母さんに向けた

リーフレットを配布したり、あとはがん検診の際には、

がん検診についてのお話をさせていただいたり、そう

いうふうな機会を捉えて、随時、受診率向上に向けた

取り組みをしておりますので、今後とも、市民の皆さ

んが検診を受けやすい体制、あとは周知の方を整備し

て、取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

検診に関しては何度もその検診を受けるように、と

いうことで周知をしていただきましたり、いろんな方

法対策を取っていただいて、検診を促しておられるっ

ていうのは、これまでもあったようです。

なかなか検診率が上がらないという、どういった理

由なのかは、ちょっと私も想像つかないんですが、や

っぱり早期発見、早期治療っていうのは、大変重要な

ことだと思いますので、これからも、市民の方々の健

康を守る上でも、検診率を上げるために、さらなる工

夫等をお願いしたいと思います。

令和7年9月17日総括質疑



次に、歳入歳出決算書104ページ３款１項６目、障

害者自立支援費に4億1,345万2,000円についてお伺い

いたします。

これの不用額、729万3,4833円と、かなりの割合で

不用額が出ておりますが、この主なる理由をお聞かせ

ください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

障害者自立支援費の不要額でございますけれども、

その中でも大きいのが、自立支援医療費でありまして、

不用額が474万8,901円となっております。

自立支援医療費の中でも、更正医療費におきまして

は、身体障害者手帳の交付を受けている方の、治療等

にかかる医療費を軽減する制度でございまして、代表

的なものでは、人工関節や心臓のペースメーカー等の

手術、または透析治療などが該当しております。

ペースメーカーの手術などにつきましては、医療費

が高額となるため、そのケースが申請されれば、その

分の自立支援医療費にかかる費用が大きくなりますの

で、支出額は申請内容に左右されやすいものとなって

ございます。

令和６年度は５年度に比べまして、高額な申請にか

かるケースが少なかったこともあり、不用額が生じた

ものと認識しております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

ありがとうございます。申請者が少なかったという

ことが、１番の理由という、大まかに言うとそういっ

たことだと思いますが、これに合わせてですね、来年、

予算を削ることなく、手厚い支援ができるように、予

算の獲得を継続してお願いしたいというふうに思いま

す。

続きまして、実績報告書52ページ、４款１項２目、

感染症等予防事業についてお伺いいたします。

各種予防接種率と今後の課題をお聞かせください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

健康増進課長。

◎健康増進課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。予防接種の接種率というような

ことで、まずは、子どもに対する定期予防接種の中で

も、Ａ類疾病と言われている部分についてお答えいた

します。

五種混合の１回目の部分につきましては、100％と

なっております。二種混合については82％、あとは日

本脳炎については76.09％、ＢＣＧについては97.14％。

先日の菅藤委員の一般質問の中でありました、ＨＰ

Ｖの接種率については26％となっております。

そのようなことで、うちのほうの、当市の傾向をご

説明させていただきますと、今言ったＡ類疾病につい

ては、どの予防接種についても、県の平均の接種率よ

りも高くなっている状況であります。

先ほど言った未就学児前に実施する予防接種につい

ては、90から100％の接種率、維持しております。

小学生以降に実施する予防接種率については、75％

から80％台なことで、若干、接種率が下がる傾向にあ

ります。

特に長く積極的な勧奨を差し控えておりました、Ｈ

ＰＶワクチンにつきましては、令和２年度から接種勧

奨を開始しまして、徐々に接種率が伸びてございます

が、定期接種の最終学年の接種率が66.6％と、他の定

期接種予防接種率も低くなっている傾向にあります。

今後の対策ということで、先程ご説明しました、特

にＨＰＶワクチンについては、新たな対象者となりま

す、小学６年生女子全員に個別通知するとともに、接

種履歴を継続的に管理しまして、定期最終学年の方で、

未接種の方には年２回の個別通知を差し上げていると

ころであります。

今後とも、個別勧奨を丁寧に行うとともに、関係機

関と連携しながら、接種率向上に努めてまいりたいと

考えております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

ありがとうございます。感染症予防の予防接種とい

うことで、未就学児、100％近い数字で、それ以降ち

ょっと低くなってきているということでした。

予防接種については個人の選択ですので、これを

100％とすることはなかなか難しいと思いますけれど

も、その予防接種、どういった理由でっていう、その

説明というかですね、必要性というのを、やっぱりき

ちんと皆さんに理解していただくというのが、まず１

つ大事な点なのかな、というふうに思いますので、今

後、予防接種するについても、保護者の方や、接種を

受けられる方に、きちんとその予防接種の必要性を説

いていただきたいというふうに思います。

続きまして、実績報告書62ページ、６款１項４目で

あります。尾花沢牛振興協議会負担金事業について、

消費流通宣伝対策事業を698万5,926円についてお伺い
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いたします。

この宣伝対策費、どういったことなのかお聞かせく

ださい。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

お答えいたします。消費流通宣伝対策事業について

でございますけれども、取り扱い指定店で使用する、

尾花沢牛、雪降り和牛尾花沢の産地証明書や、シール、

パンフレット等の各種販促物の制作や、雑誌、新聞、

広告等への掲載、そして各種イベント等への協賛によ

る、牛肉提供等の宣伝ＰＲを実施してきたところでご

ざいます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

やっぱり雪降り和牛、尾花沢牛を、やっぱり広くＰ

Ｒするにしても、こういった宣伝広告というのは大変

重要なことだと思います。これまで以上にですね、や

っぱり売り上げというか、増やしていくために、やっ

ぱり行政も含んで、こういう宣伝対策っていうのは必

要ですが、いかんせん意外と、尾花沢の中にそのＰＲ

するものが少ないように思えます。尾花沢の中にもそ

ういった尾花沢牛を宣伝する看板はあるんですけど、

なんか特徴的なものが１つあると、都会から来た人、

他の地域から来た人が、ここが尾花沢牛の産地なんだ

というふうに分かるようなものがあってもいいのかな、

というふうに思うんですが、いかがですか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

これまで各種販促物等を利用して、ＰＲ宣伝してま

いりましたけれども、今年度については、雪降り和牛

尾花沢を活用いたしまして、新商品の開発なども検討

しているところでございます。また、委員仰せの通り、

尾花沢、雪降り和牛の看板というお話もございました

ので、また、看板によるＰＲ等についても、今後、協

議会等で検討してまいりたいというふうに考えており

ます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

ぜひですね、いろんなところでＰＲされているのが

見えます。東京駅の中でも、尾花沢牛食べるところが

ありますし、そういった意味では、地元より都市部の

方に宣伝ＰＲ、一生懸命なのかな、やってる方がいる

のかなというふうに思ってるところですが、それを目

的じゃないですけど、尾花沢、銀山に来た時に、あ、

ここも尾花沢牛あるんだなというふうにも分かるよう

な、宣伝も１つあっていいのかなというふうに思いま

すので、検討の方よろしくお願いしたいというふうに

思います。

続きまして、実績報告書66ページ、６款２項１目、

有害鳥獣対策事業についてお伺いいたします。

昨年度の被害件数と、最近報道でもクマの出没被害

等々のニュースが多くなされておりますが、昨年の被

害件数、当市における被害件数は、どのようになって

おるでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

お答えいたします。被害の件数といいますか、被害

の調査件数についてお答えいたします。昨年度の調査

件数につきましては85件ございました。その内訳とい

たしまして、クマが33件、イノシシが43件、サルが６

件。カワウ、サギが３件、合わせまして85件。被害調

査の実績でございます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

先ほど申し上げたように、クマの出没がですね、最

近多いように思うんですが、当市においては、今年度

いかがでしょう。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

お答えいたします。クマの市街地への出没でござい

ますけれども、委員、ご説明の通り、他地域では、市

街地に出没したという報道が連日、報道されておりま

すけれども、本市におきましては、市街地への出没に

ついては、情報をいただいてないという状況です。

ただし、民家のすぐそばに足跡があったなど、クマ

の出没情報が多数、寄せられているという状況であり

まして、農林課職員も連日、現場のほう確認している

ような状況でございます。

昨年度と比較しますと、クマの件数については、昨

年33件に対しまして、今年度は77件の調査を実施して

きているという状況でございます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。
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◎髙 橋 隆 雄 委員

なかなか見つけてもですねと、通報をしなかったり

する件数も含めると、相当数やっぱりあるのかなとい

うふうに、私は理解しているところです。

まだですね、農作物や人的被害という、大きな人的

被害がないので、こういった形になっているかと思い

ますが、今後、同じように市街地に出没するというこ

とがあろうかと思いますので、それに対する対策など

を十分に、やっぱり検討して行っていただきたいとい

うふうに思います。

これまで以上に、なんか出没するのも、これまでの

対策を超えてですね、どんどんクマが出てきていると

いうことですので、これまで以上のやっぱり対策、他

地域の情報を得ながら、対策を講じていただければと

いうふうに思います。

続きまして、実績報告書71ページ、６款１項３目で

す。遊休農地リフレッシュアンドアクションについて、

対象件数はですね、令和６年度も１件ということです

が、今後の取り込みとしてどう考えておられますでし

ょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

お答えいたします。遊休農地リフレッシュアンドア

クション事業につきましては、市内の遊休農地の再生、

利用に取り組む方を支援する山形県の事業に対しまし

て、市が協調支援している事業となっております。

令和６年度については、相談件数６件ございました

けれども、県の予算の範囲内で１件の採択ということ

で、実績の方が１件ということになります。

今後の取り組みでございますけれども、遊休農地の

解消については、本市におきましても、大きな重要な

課題でもございますので、本年度、令和７年度から、

本市独自の遊休農地アンドリフレッシュ支援事業を新

設させていただきました。

今年度も、７件ほど申請きておりますけれども、ま

ずは県の事業に申請いたしまして、採択ならなかった

分については本市独自の事業で、救ってあげるという

ようにして、大いにこの事業を、活用していただいて、

新たな農地を、特にあの新規就農の皆さんに提供でき

るような形で、今後、取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

髙橋隆雄委員。

◎髙 橋 隆 雄 委員

ぜひ市においてもですね、今、新規就農者、またス

イカをやりたい人、たくさんいらっしゃるというふう

に思いますので、そちらのほうで、こういった事業で

すね、きちんとやっていただければ、尾花沢の農地も

荒れることなく維持できるのかなというふうに思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

これで、私からの総括を終わりたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅野喜昭委員。

◎菅 野 喜 昭 委員

それでは、私のほうから総括質疑させていただきま

す。

私の方は実績報告書から質疑させていただきます。

まず、実績報告書33ページ、２款１項11目、ふるさと

暮らし応援事業でございます。まず、令和６年度の移

住者の世帯数、人数をお聞きします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

定住応援課長。

◎定住応援課長（鈴 木 賢 君）

お答えします。移住者の世帯数、人数についてにな

りますけれども、令和６年度、移住世帯は31世帯、35

人となっております。なお、こちらのカウントであり

ますけれども、定住応援課のほうに、助成金の申請だ

ったり、空き家バンクの問い合わせで提示したり、な

お、あの転勤で入った方や施設入居者は除いておりま

すので、よろしくお願いします。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅野喜昭委員。

◎菅 野 喜 昭 委員

ありがとうございます。

続きまして、その事業の効果についてお聞きします。

現在、ふるさと暮らし応援事業は第９次を迎えている

ようでございます。１次が大体３年間でございますの

で、９次ですので、約27年ですか。近く取り組んでお

られますけれども、その事業の効果検証はどのように

しているのか、お聞かせください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

定住応援課長。

◎定住応援課長（鈴 木 賢 君）

お答えします。事業の効果検証についてであります。

第７次尾花沢市総合振興計画、「あの街で暮らしてみ

たい移住推進プロジェクト」になりますけれども、令

和３年度から７年度まで、５年間計画で100世帯の移

住を成果目標としております。

今年度、１年を残しまして、昨年度末までで、４年

令和7年9月17日総括質疑



間、114世帯と、すでに目標を達成しておりまして、

ふるさと暮らし応援事業の効果もあったと考えており

ます。

また、この事業につきましては、近隣市町村におけ

る同様の制度と比較しても、充実した支援内容となっ

ております。市で分譲した宅地分譲地や、住宅整備の

状況からも、こうした我々の支援事業を有効に活用し

て、住宅建設が進められておりますので、市外への転

出に対しても、歯止めといった点で、一定の効果はあ

るものと捉えております。以上であります。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅野喜昭委員。

◎菅 野 喜 昭 委員

目標100に対しまして、114をすでに達成していると

いうことでございまして、大変頑張っているなと思い

ます。人口減少に歯止めをかけるためにもですね、移

住してくる人もいいんですけれども、出ていく人はで

すね、いつもいます。出ていく人を極力抑えるという

ふうなことも大事ではないのかな、というふうに思い

ますので、その辺はよろしくお願いしたいというふう

に思います。

続きまして、34ページ、２款１項11目、地域おこし

協力隊受入事業になります。まず、本市の協力隊の定

住率をお聞きいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

定住応援課長。

◎定住応援課長（鈴 木 賢 君）

お答えします。本市の隊員の定住率についてであり

ますけれども、本市としまして、スタートしたのが平

成22年度からでありまして、これまで24名の協力隊員

の受け入れを行っております。現在、３名も活動中で

す。この中で24名から現在います、３名を引いて、今

まで退員された協力隊員21名。この中で、８名が本市

に定住しております。パーセントは38％になります。

なお、こちらの方は就農であったり、就職であった

り、起業した方もいらっしゃり、また、めでたくご結

婚された女性隊員もおります。以上であります。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅野喜昭委員。

◎菅 野 喜 昭 委員

総務省のですね、昨年４月の発表でございますけれ

ども、それにつきまして、定住率は68％というふうに

出ておりますけれども、我が市は33％ということで、

約半分ぐらいなのかなというふうに思っております。

そしてまた近年ですね、今、３名は残っているとい

うことでございますけれども、数ヶ月程度でやめる隊

員がおりますけれども、その原因につきましてですね、

お聞かせください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

定住応援課長。

◎定住応援課長（鈴 木 賢 君）

定住率を上げる取り組みでありますけれども、やは

り、協力隊員のまず第１番大事なのが、採用にあたっ

ての行政と隊員の考えを双方でしっかり確認していく

ことがあるかと思います。

また、２番目としては、その後、着任後の活動につ

いての計画、定期的な面談、活動状況をしっかり把握

して、隊員がイメージした活動ができるのか、という

ことをサポートしていく部分があります。

やはり、地域の方々とのコミュニケーションや交流、

これも大変重要だと思います。やはり、年度途中では

ありますが、自分の夢に向かって、そして別な地域に

行って定住したい、という方もいらっしゃるような形

になりますけれども、その辺は、しっかり面談をしな

がら、本人の夢をかなえるために、定住もあるけれど

も、そちらに残念ながら行く場合もあるということが、

今まであったと認識しております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅野喜昭委員。

◎菅 野 喜 昭 委員

定住率を上げるためにはということで、お答えいた

だきましたけれども、やはり、なんで定住できないの

かという原因とかですね、そういった問題点を、しっ

かりご検討いただいて、おっしゃられたように協力隊

の意見等も聞きながらですね、定住率を上げていって

いただきたいと、このように思います。

また、市長のほうのマニュフェストでもですね、多

くの協力隊を募集して、地域交流イベントを増設する

ということを挙げられております。せっかくですね、

来ても定着しなければ意味がない、ということで、受

け入れ体制などを改善して、少しでも多くの方が定着

するよう対策を要望いたします。

それでは、次にまいります。35ページですね。表に

なりますけれども。ふるさと尾花沢の応援基金ですね。

これについて質疑いたします。

本市では、条例におきましてですね、８つの使途に

分かれて寄附を受け付けしているようでございますけ

れども、実際、どのように管理がなされているのかお

聞かせください。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）
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定住応援課長。

◎定住応援課長（鈴 木 賢 君）

お答えします。今、条例にも触れていただきました

けれども、８つの事業としまして、大きく文化、文化

財、観光、そして自然環境、そして子育て、定住、地

域づくり、雪の部分では、克雪利雪、そしてその他、

ふるさと尾花沢の未来に向けて市長が認める事業とい

う大きな８つの部分がございます。

まず、我々の寄附金のルールでありますけれども、

この目的ごとに申し込みを受け付けております。そし

て、この寄附を受け付けしました年度にふるさと応援

基金に積み立てをします。そして、翌年度にこの基金

から取り崩して、各事業に充てるということで、35ペ

ージ、36ページにあります、67の事業、大変多く、先

程の８つの柱の中の、各種事業で行っているような形

で進めております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅野喜昭委員。

◎菅 野 喜 昭 委員

使途別にですね、寄附を受け付けているということ

でございますけれども、使途別に寄附を受け付けて、

そして実際にそれをですね、使用する時に、どのよう

にですね、仕分けているとか、活用されているのか、

それをお尋ねします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

定住応援課長。

◎定住応援課長（鈴 木 賢 君）

寄附の使途別についてお答えします。

令和６年度寄附で最も多かったのが、ふるさと尾花

沢の未来に向けて、その他市長が認める事業というこ

とで、３割でありました。

次に多いのが、子育て環境づくりのための事業、

26.3％。そのような形で、今年度はそれを受けまして、

最も多かった事業が子育て環境づくりの事業が58.2%、

次に多いのが、市長が認める事業となっておりますけ

れども、こちらは大まかに言いますと、寄附者の皆様

が、やはり数多い全国の中で尾花沢を選んでいただい

て、そして、応援したいという気持ちには、変わりが

ございませんが、寄附者の使途要望に沿う形で使われ

ているものと認識しております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅野喜昭委員。

◎菅 野 喜 昭 委員

市長のですね、公約にも20億という目標を掲げてお

ります。だんだん、それに近づいているように思いま

す。目標達成に向けてですね、民間企業の協力は必要

不可欠でありまして、市長が先頭に立ってですね、今

でもやっておられますけれども、官民一体となって、

オール尾花沢で取り組んで、また我々もですね、可能

な限り協力していきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

続きまして、報告書、前のほうになりますけど、26

ページになります。２款３項１目ですかね、結婚祝い

品、出産祝い品事業でございます。

出産祝い品の件数ですね、実績では30件となってお

りますけれども、ページ31ページの（３）のですね、

出生の届け出数、これ32になっておりますけれども、

この違いはどういうことなんでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

市民税務課長。

◎市民税務課長（斎 藤 健 司 君）

お答えいたします。

昨年度は届け出32件に対しまして、対象件数、支給

された件数が30件となっておりますが、こちら２つの

要因がございます。まず、１つが、３月生まれのお子

さんたちが、年度をまたいでその製作するものですか

ら、翌年度にそのお金の請求が来る場合と、あともう

１つが里帰り出産、住所要件を満たしませんが、届け

出は全国どこにでも出せるものですから、そういった

要因から、この差異が生じているような状況でござい

ます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅野喜昭委員。

◎菅 野 喜 昭 委員

分かりました。２名の違いですね、確認できました。

出生数が少ないとなればですね、やっぱりさらに手

厚い支援。今でも相当、どこの市にも負けないような、

やってはおりますけれど、さらなる、私は前々から何

回か要望しておりますけども、ランドセルです。これ

はおじいちゃん、おばあちゃんがいますけれども、そ

れを楽しみにしてるんだというふうにはおっしゃいま

すけれども、そういう人は何人いるかですね。今、こ

の物価高の中で、今10万円位するランドセルですね、

下手したら物価高になって、もっとすると思うんです

ね。近隣自治体はですね、それも多分上がっていると

思います。それでも、まあ２万円か３万円ぐらいで、

抑えられると思いますので、出生数も少ないこの市に

おいてですね、さらなる、ランドセルの支給もですね、

今後検討していただきたいなと思います。よろしくお

願いします。
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それでは、最後になります。実績報告書96ページに

なります。

これの消防費についてでございます。この消防費の

うちですね、消防職員及び消防団員の出動についてで

すね、お伺いいたします。

中段の（５）、（６）ですね。この火災の項目からで

すね、１回の出動数に換算しますと、職員が、17.4人

と、団員が43人になっています。団員数がですね、職

員の約2.5倍になっておりまして、私も結構団員の方

って多いんだなと。火災の時はこのぐらい団員来るん

だなというふうに、今、思っております。そしてまた、

団員はですね、（３）によりましてですね、529、約

530人が団員おりますけれども、だいたい職員数が約

50名かなというふうに思われます。10倍程度になって

いるんですけれども、この１回の火災ですね、職員が

15人でしたら、団員がもっと多くて、100人ぐらいい

てもいいのかなというふうな感じがいたしますけれど

も、その辺、どのように捉えておりますか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えします。さまざまな災害によりまして、消防

本部共、それから消防団共に、出動計画書を設けてお

ります。

出動計画によりまして、災害の大小に合わせて、第

一出動から第三出動、一番大きいもので特命出動まで

設けております。それによりまして、火災の規模で、

消防団員の招集の範囲も定めておりますので、その災

害の規模で、人数が多かったり少なかったりというの

が表れているところです。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅野喜昭委員。

◎菅 野 喜 昭 委員

それでは今までのですね、火災の出動ですね。今ま

で経緯としてですね、団員がもうちょっといてほしい

なというふうなことを思った時はございませんか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

さまざまな火災、炎上火災もありますけれども、そ

の場その場で、炎上であれば第二出動までかけて、広

範囲に呼んでおりますが、それでも足りないと感じた

時には、さらに出動を要請して対応しているところで

ありますので、一概に足りなかったということは考え

ておりません。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

菅野喜昭委員。

◎菅 野 喜 昭 委員

その火災のですね、発生する時間帯にもよりますけ

れども、例えば、皆さん、ここに、尾花沢市内だけで

働いている人に限っていませんですね、村山とか、東

根、天童、そちらの方に働いている人もいると思いま

す。そういう日中に火災が起きた場合には、なかなか、

戻ってこれないと。いる人でしかできないと。この市

役所の職員の方も、なっていただいておりますけれど

も、そういったことが、足りないようなことがあれば

ですね、やはり増やすということも、考えなくてはな

らないのかなと思っているところでございます。その

ためには、やっぱり何が大事かというと、やはり、物

価高もありますけれども、報酬ですね。団員の報酬。

もしくは、手当。これを少し上げてやると、いうふう

なことも必要なのではないのかなと、私なりに思って

おります。

ちょうど時間になりますので、以上で私の質疑を終

わらせていただきます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休 憩 午後０時04分

再 開 午後１時00分

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

再開いたします。

引き続き、令和・公明クラブの質疑を許します。和

田哲委員。

◎和 田 哲 委員

午前中に引き続き、午後も令和・公明クラブの総括

質疑をさせていただきます。どうぞよろしくお願いし

ます。

まず初めに、中央診療所の施設勘定についてお伺い

いたします。決算書につきましては、218ページから、

そして、実績報告書につきましては、６ページをご覧

いただければと思います。

実績報告書の方が分かりやすいですね。実績報告書

の６ページなんですが、中央診療所の施設勘定という

ことで、記載があります。

まず、歳入についてお伺いしたいと思います。歳入

の中の内、診療収入についてですが、予算現額１億

7,000万円に対して、今年度１億6,400万円だったと、

いうことでありますが、この１億6,400万円の金額が、
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前年度の歳入済額に対して、１億8,253万円に対して、

約１千842万7,000円の減ということであります。この

要因について、まずお伺いします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

中央診療所事務長。

◎中央診療所事務長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。中央診療所の診療収入の、対前

年比で1,800万程の減になった要因は何かといういう

ようなところであります。

まず、令和６年度の外来の患者数の方が8,843人に

なります。で、令和５年度については、9,536人とい

うことで、693人減となっております。

入院患者数については令和６年度が132人に対して、

令和５年度が144人ということで、12名減となってお

ります。

そのようなことから、外来と入院の患者数が減った

ことによる診療収入が減となったところであります。

患者数の減った主な原因につきまして、まずは新型

コロナウイルス感染症の法上の位置づけが、５類にな

ったところではありますけれども、高齢者が多く来院

すると、診療所については、院内感染拡大を防ぐ上で、

発熱外来等も従来通りの対応というふうな形で、やは

り、引き続きコロナ感染症の院内拡大を防止するため

の対策をするために、ある程度の入院も踏まえてです

けれども、制限をしなければならない状況であった、

というようなところであります。

当然、やはり、常勤医師１名の中で、外来と入院。

あとは、その他の施設の配置を、大きな業務を行って

おります。その中で、やはり、感染症対策っていうの

は一番重要な対策でありますので、それを行った上で、

いろいろ制限せざるを得ない部分が出てきて、患者数

の減、それが収入の減につながったというふうに捉え

ております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

承知しました。

続けてお伺いします。次に、繰入金なんですが、繰

入金については、前年度の収入済額に対して、2,748

万円の増となっております。こちらの要因についてお

伺いします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

中央診療所事務長。

◎中央診療所事務長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。繰入金の増の要因ということで

あります。こちらも、先程の診療収入の減の方に伴い

まして、それ以外に、やはり人件費の高騰であります

とか、物価高騰の影響も少なからず、あったものと捉

えております。それに伴いまして、繰入金の方も増加

したものと捉えております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

令和５年度の比較についてもお伺いしました。お答

えいただき、ありがとうございました。

それではですね、令和６年度のこの結果というのが、

中央診療所の将来ビジョンに立った時に、どのように

評価されるべきかという部分をお伺いしたいなと思い

ます。

中央診療所の将来ビジョンについては、令和５年度

に策定して、令和９年度に大きな総括検証を行ってい

くんだよというようなビジョンであります。昭和56年

に設立された中央診療所が、地域医療の機関として、

役割を担っている一方で、診療収入の減少や、地域医

療にも環境の変化であったり、さらには先程もお答え

いただきました、医師の確保の課題等もありまして、

ニーズに対応していかなければならないよというもの

を踏まえて策定したものであります。

このビジョンといいますのが、令和９年に総括はす

るけども、ＰＤＣＡをベースに毎年検証していくんだ

よというようなことで、策定されておりますので、そ

ういった視点に立って、お伺いさせていただければと

思います。

今、お答えいただきました令和６年度の診療収入、

そして繰入金。一般会計繰入金ですね。こういった推

移っていうのは、ビジョンに立った時に令和６年度ど

のように評価されていらっしゃるかお伺いいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

中央診療所事務長。

◎中央診療所事務長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。今のビジョンに立った収入の推

移と繰入金の推移というようなところであります。

こちらにつきましては、収入については令和元年度

から比較しますと、令和元年度が２億1,300万円ほど

でありました。令和６年度が、先程申し上げた１億

6,400万円ほどでありまして、年々、やはり減少傾向

であります。それに伴って繰入金についても、これは

元年度について１億3,400万円ほどでありまして、令

和６年度が１億7,000万円ほどであります。こちらの

部分については、逆に年々増加傾向にあります。以上
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です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

承知しました。将来ビジョンの中で、今度は設定値

というものを設けて検証していきましょうというよう

な取り組みを行っております。この設定値についてな

んですが、令和６年度の結果の数字を教えていただき

たいと思います。病床の利用率、そして入院患者数及

び外来患者数、一日平均あたりどのようになっている

かお尋ねいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

中央診療所事務長。

◎中央診療所事務長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。まず、１点目の病床利用率につ

いてであります。ビジョンで定めます設定値について

は、令和６年度については18.4％というようなことで、

設定値になっております。それに対して、実績値につ

いては11.1％であります。

続いて、２点目の入院患者数についてです。令和６

年度の設定値については3.5人。それに対して、実績

値については2.1人であります。

最後の３点目、外来患者数であります。こちらの令

和６年度の設定値については、55人になります。実績

値については44人であります。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

一番最初の質問でさせていただきました診療収入の

減、あるいは繰入金の増という部分に対して、いろん

な制限を伴う部分もあったということもありますが、

全体的に診療収入も下がってるんだよというような数

値が、この設定値とこの実績値の差に表れているのか

なと思います。これが良いとか悪いとか言っている訳

ではなくて、やはり、このビジョンを掲げて検証して

いく中で、非常に大事な数値であるなと思っておりま

す。

いろいろさまざま聞きたい部分もあるんですが、時

間の制約もありますので、こういった今の現状を踏ま

えてですね、今後の課題、目標といいますか、今後の

課題等をどのように捉えていらっしゃるか、お伺いし

たいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

中央診療所事務長。

◎中央診療所事務長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。今ビジョンに対してであります

けれども、やはりあのビジョンについては、令和５度

策定したものであります。和田委員からもお話があっ

たように５年間ということで、令和９年度までの計画

になっております。ただ、やはり今社会の流れであっ

たりですとか、状況の方が、やはり少しずつ変化して

いるところであります。これは、やはり内部の方で検

証しながら、将来的な見直しの部分も必要であるのか

なというふうに捉えております。

またやはり、市内唯一の公的医療機関としての位置

付けっていう部分が非常に重要かと思います。それに

合わせて、市民ニーズにいかに応えていくかという部

分が、やはり重要な部分となっております。そういう

部分を踏まえて、やはり市民から愛される診療所の運

営をこれからも引き続き、行っていく必要があるのか

なというふうに捉えております。

また、先日の菅藤委員の一般質問の中で中央診療所

のお話が出ております。やはりそういう体制を組んで

いくためには、常勤医師のさらなる確保という部分が

一番重要な課題でありますので、なかなか難しい部分

はありますけれども、そちらの常勤医師招聘に向けた、

さらなる強化をしながら対応していきたいというふう

に考えております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

公的医療機関としての役割を担っていくために、市

民ニーズもありますし、それに応えていくためのやっ

ぱり乗り越えなければいけない課題でもありまして、

非常にいろいろ議論を進めていかなければならないと

いう部分は、重々承知しております。

ぜひいろいろ課題等あるかとございますが、あのご

善処いただければなと思います。この中央診療所ビジ

ョンを策定するにあたって、検討委員会の立ち上げで

あったり、客観的な視点を得るためのコンサルを入れ

たり、あとはアンケートを実施して、市民の主観的な

意見を入れたりという部分を踏まえて、今回のビジョ

ンに至っているかと思います。

先日ですね、菅藤委員のほうからも一般質問があり

ましたように今後の公的医療機関として、どういった

役割を担っていくのかっていう部分は、令和５年の８

月に開催されました産業厚生常任委員会の中で、この

ビジョンを作るためのさまざまな報告というもの、い

ただいております。この経過の部分にやっぱり今後、

目指していくべき姿っていうのが、結構明記されてる

令和7年9月17日総括質疑



のかなと思う部分もあります。やはり、この予防、外

来、入院、そして在宅医療、介護と進んでいく中で、

今質問させていただいたのは、その外来収入であった

り、入院の収入ではあるんですが、どうしても尾花沢

市の場合は、民間の医療機関もありますし、その外来

の部分だけで公的な機関と民間の機関で、人口が減っ

ていく中で、争っていくっていう部分も考えていかな

ければならないかなと思います。

今後、やっぱりその後の地域包括ケアであったり、

在宅医療、こういった部分を公的機関が担っていく必

要があるのかなと思いますので、この件についてはで

すね、今後議論を進めていかなければいけないところ

だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

この件については以上とします。

次の質疑に移ります。次は住宅リフォーム支援事業

補助金についてお伺いします。決算書については、

156ページ、157ページ。実績報告書については、89ペ

ージになります。

この度の事業実績についてお伺いしたいと思います

が、補助対象がたくさんありまして、全てお伺いする

訳にもいきませんので、特にエアコン設置に伴う工事

の件数についてお伺いしたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

エアコン設置に伴う工事の件数でございますけれど

も、令和６年度は31件となっております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

その中でもですね、今回のこの事業っていうのは、

一般世帯とあとは移住、新婚、子育て世帯と２つに類

分けされているかと思いますが、この一般世帯と一方

の移住、新婚、子育て世帯の内訳分かりましたら、教

えていただきたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

一般世帯と移住、新婚、子育て世帯の割合でござい

ますけれども、令和６年度につきましては、一般世帯

が65％、移住、新婚、子育て世帯が35％になっており

ます。

参考まででありますけれども、昨年度、令和５年度

につきましては、一般世帯が75％、移住、新婚、子育

て世帯が25％ということですので、移住、新婚、子育

て世帯の割合が徐々にではありますけども、増えてき

ているのかなと。だいぶ、そういった若い世代にも定

着してきているのかなというふうに感じております。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

割合も一般世帯から移住、新婚、子育て世帯の方に

変化もしているというような部分も見られると。いろ

んなこう、今回の事業も知れ渡っている部分もあって、

今回の事業成果に結びついてるのかななんて思うとこ

ろもあります。非常にありがたい事業で、今の時代に

即した事業だなと思っておりまして、今後ともやっぱ

り継続していかなければならない事業だと思います。

その理由としましても、この事業は令和６年の９月の

定例会で需要に応じて補正予算を組んで、今回の結果

になっております。そういった令和６年度の補正予算

を組んで対応したというような需要がある中で、そう

いった需要をどのように捉えて、今後の予算等に関し

てはどのように考えていらっしゃるか、お伺いしたい

と思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

昨年度の９月で、1,000万円ほど補正したところで

ございますけれども、昨年度は前年度と比較いたしま

して、当初予算の状況が、1,000万円ほど低かったと

いうこともありまして、昨年度の実績、実績といいま

すか、９月までの状況を勘案して、1,000万円の補正

を組んだところです。

今年度につきましては、5,000万円ほど、当初で多

く付いているということでございますので、まず状況

といたしまして、猛暑の影響もありまして、エアコン

の設置件数が伸びてきていると、いうふうに感じてお

ります。

また、物価の高騰などもありまして、やはりこの住

宅の新築の件数が減ってきておりまして、その代わり

リフォームのほうに推移といいますか、移ってきてい

るのかなとリフォームの需要が高まってきているのか

なというふうに考えております。

今後の予算措置につきましてですけれども、基本的

に前年度予算ベースを確保、維持しながら、さらに今

後の申請状況を踏まえながら、市の予算だけではなく

て県の予算もございますので、そちらにつきましても、

要求の方をしていきたいというふうに考えております。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）
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和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。仰るとお

り、新築からリフォームに今変わりつつあるのかなな

んて思うところがあります。そういったＰＲもしてい

る事業者さんもありまして、リフォームの需要はまだ

まだ続くだろうと思いますが、なかなか、どうしても

そういった、この時代の変化に左右されやすいといい

ますか、なかなか予算通りにいかない部分もあるかと

思いますので、令和６年度のように柔軟に、今後とも

対応していただければなと思います。よろしくお願い

します。

それでは、次の質疑に移ります。次は、じもと就職

応援スタートアップ事業についてお伺いします。決算

書は122ページ、123ページ。実績報告書につきまして

は、74ページであります。

こちらのじもと就職応援スタートアップ事業、交付

件数18名、13事業所ということでありますが、この13

事業所の主な業種についてお伺いします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。昨年度の実績、13事業所の方に

18名の方が就職されて、市のほうで交付金のほうを交

付しております。

13事業所の業種の内訳といたしましては、製造業が

５社、医療福祉が３社、建設業、技術サービス業、農

業、宿泊業、金融業、サービス業が各１社ずつとなっ

ております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

内訳について承知しました。こちらの事業もですね、

当初予算300万円でということの事業だったんですが、

360万円で着地したということで、予想よりも多くの

事業の申請があったということは、大変事業としても

効果があると思いますし、受け取った方も非常に喜ん

でるというような声も伺っております。

このようにですね、今回予算を上回る実績になった

ということに対して、どのように評価してらっしゃる

かお伺いします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

予算を超えた事業実績になったということでの評価

についてのご質問でございますけれども、人材不足が

課題になっている本市の企業において、こうした若い

人材が市内企業に、就職につながっているということ

につきまして、本当に大変喜ばしいことなのかなとい

うふうに感じております。やはり、小中学校での地元

企業を知るようなキャリア教育であったり、また企業

懇談会のほうとも連携した北村山高校の高校生を対象

にした経営者と語る会であったり、企業訪問であった

り、また村山産業高校や北村山高校での、企業探究セ

ミナーというような取り組み等も行っております。こ

ういった取り組みが、少しずつ成果として見えてきて

いるのかな、というふうに感じているところでござい

ます。引き続きこうした関係団体のほうと連携しなが

ら、市内企業への就職拡大につながるような取り組み

を進めていきたいというふうに考えております。以上

です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

ぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは、

最後の質疑に移ります。

次は、徳良湖周辺施設利用の状況についてお伺いし

たいと思います。こちらは実績報告書の84ページにな

ります。金額ではなくて、利用状況ということで、利

用人数についてお伺いすることになるかと思いますの

で、よろしくお願いします。

そのうち、モジュラーパンプトラック、2,708人と

いう利用人数の実績でありました。徳良湖周辺の施設

の中においても、非常に高い利用状況になっておりま

す。このことにつきまして、どのように評価していら

っしゃるかお伺いします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

こちらパンプトラックの利用状況についてというこ

とで、昨年度については、今あったとおり2,708人と

いうようなことで、令和５年度と比較して139人程増

えております。これについても現在の施設のほう運営

されております、受託事業者のほうで本当に頑張って

取り組んでいただいているなと感じております。雨風

をよけるハウスの設置であったり、日よけなどまた、

さまざまなアトラクションなども用意しながら、本当

に快適で、利用しやすい環境を作っていただいている

なというふうに感じております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）
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和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

仰る通り運営している方がですね、本当に一生懸命

頑張ってくれた成果が、この実績につながってるんだ

なと思います。そして、徳良湖周辺整備マスタープラ

ンの位置づけの中で、作った事業ではありますので、

徳良湖周辺マスタープランの成果にどれぐらい結び付

いてるんだなって考えると、この人数2,708人なんで

すけども、実際、連れてくるお母さんとかお父さんと

かお家の方がいらっしゃいますので、運営する方に実

際に聞いたら、あくまでも利用人数が2,700人だけど

も、モジュラーパンプトラックの会場に訪れる人数は、

5,000人以上来てるよと。そう考えると、年間で約

5,000人の方が、このモジュラーパンプトラックを整

備して、さらには一生懸命運営していただいてること

によって、非常に効果が表れてるんだなと思います。

そういった意味でも、受託者、運営者との連携という

のは非常に重要になってくるかなと思いますが、令和

６年度、その受託者、あるいは直接な運営者とですね、

どういった連携を実施してきたのかお伺いしたいと思

います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

受託者との連携というようなことでございますけれ

ども、現在運営している受託者のほうとも利用状況の

報告などを受ける際に、安全性や利便性向上といった

部分でお話をお聞きしながら、連携を深めて取り組ん

でいるところでございます。その中で、情報発信をし

ていくための例えばスマホの活用について、市のほう

でも対応したりであったり、また利用者が増えている

中で、周辺には椅子が不足しているなんていう、ちょ

っとお話もありましたので、そういった対応なども行

ったり、その報告を受ける中でいろいろご相談いただ

いた分については、一緒になって対応しながら今行っ

ている状況でございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

そうやって今後もですね、今の状況を今の利用人数

を維持して増やしていくことが、今後の方針としては

大事な部分かなと思うんですが、その連携でいろんな

話、情報共有化はされているかと思います。

その中でですね、今回2,708人ということでありま

すが、実際、この内訳の部分をお話を伺いますと、ス

ケートボードに乗ってすごく上達してる子どももいれ

ば、３歳前後の小さいお子さんがストライダーといっ

て、あの小さい自転車のようにも乗ってお子さんと一

緒に遊んだりとか、そういった小さいお子さんから夢

を持った子どもたちまで、いろんなレベルの子たちが、

あそこの場所で利用しております。ただ、物理的にや

っぱり大きさも限界があるので、小さいお子さんたち

が、ストライダーを持ってこようと思っても、どうし

ても元気のいいお兄ちゃん、お姉ちゃん達がいると遠

慮してしまうと。なので、いろいろ連携させていただ

きながら、テニスコートの部分もたまには使わせても

らったりして、対応をしているんですが、やっぱりそ

ろそろ限界だろうと。そして、そのストライダーで来

ていたお子さんたちは来なくなったということでした。

さらには、これだけ暑い天候が続く状況であると、

猛暑日にはまず来ないと。さらには天候にも左右され

るということで、これだけ利用者が今伸びようとして

いる部分に対して、もっと後押しをしていく必要があ

るのかなと思います。

そういった意味も踏まえまして、今後の利用人数の

維持増加を目指すために、もっともっと、運営者側と

連携を図って、今後の取り組みにつなげていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

今後の利用拡大にというようなことでございますけ

れども、先程から申し上げたとおり受託者のほうで、

本当にいろいろと頑張っていただいて、利用拡大につ

なげていただいているというふうに捉えております。

また施設につきましても、いろいろとお話を聞きま

すと、国内でも大きい大会、子ども向けのキッズのス

ケートボードの大会、大きい大会で利用されている公

式コースと同じような規格のものを設置されていると

いうことで、そういったことでも、そういった大会で

上位を目指すような子どもたちも来て、利用されて練

習されているのかな、というふうに思っております。

小さい子ども達が、本当にそういう上を目指してい

く中で、まず最初に触れる機会というようなことでも

大変いろんなそのアトラクションありますので、そう

いった機会にもなっているのかな、というふうに思っ

ております。

今後、どんどん利用者が増える中で、やはり場所的

にスペース的にどうなんだというような問題も、やっ

ぱり出てくるのかな、というふうに思っております。
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その点について、現受託者のほうともいろいろとお話

等もさせていただきながら、市の公共施設の中で、さ

らに場所として拡大していけるような部分が、あるの

か、どうなのかというところも含め、いろいろと検討

もしていく必要があるのかなということで感じており

ます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

和田哲委員。

◎和 田 哲 委員

徳良湖マスタープランの事業の１つではありますが、

その枠組みに囚われない対応が求められているのかな

と思います。そういった夢を持った、目標を持った子

どもたちを応援していけるような、そういった取り組

みをですね、今後ともよろしくお願い申し上げまして、

私の質疑を終わります。ありがとうございました。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

令和・公明クラブ、最後になります。私のほうから

質疑させていただきます。

まず、福祉課であります。実績報告書の40ページ、

３款１項２目、高齢者社会参加促進事業であります。

その中の高齢者移動サービス事業がありますが、リフ

ト付きタクシー券の交付についてでありますが、令和

６年度は申請者が25名、交付枚数が600枚、使用枚数

が59枚、使用率が9.8％と、使用率の低迷が顕著であ

ります。

令和５年度も同じ交付枚数で、使用枚数50枚、使用

率が8.3％でありました。この使用率の低迷をどのよ

うに捉えているのかお伺いいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

リフト付きタクシー券につきましては、要介護度が

４から５で、車椅子またはストレッチャー以外での移

動が困難な方に対しまして、リフト付きタクシーの乗

車一回につき、利用料金の70％を助成するものとなっ

ております。

令和６年度の使用率は9.8％となっておりまして、

令和５年度より、わずかに上回っているものの、低い

水準となってございます。この要因でありますが、１

回につき、24枚を交付を受けたものの、全く使用され

なかったケース、または交付を受けてから、施設に入

所されたり、あるいはお亡くなりになられたケースが

多く見られたことが、その大きな要因だと捉えており

ます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

交付はしているんですけども、入院したり亡くなっ

たりということであります。しかしながら、２年続け

て10％を切るというのは、それなりに要因があるんだ

と思います。１回につき１枚、利用料金の70％の補助

でありますけども、やはりここをもう少し補助率を上

げるとか、もしくは事後決裁にして、最初にやっても

らってその分を申請してもらうとか、ちょっとあまり

にもこの数字が10％未満だと、ちょっと補助している

意味があるのかと思えてくるので、その辺のやり方を

もう少し工夫しながら、来年度だったらもう15％、

20％に上がりましたよぐらいのものを考えてですね、

していってもらいたいなというふうに思いますがいか

がでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

令和６年度から使用枚数の制限をなくすなど、使用

率の向上に向けた取り組みを行っておりますが、なか

なか改善に結びつかない状況であります。委員ご提案

の内容も参考にさせていただきながら、今後、さらな

る使用率向上に向けて取り組んでまいりたいと思いま

す。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

よろしくお願いします。そして次、高齢者おもいや

りタクシー券の件ですが、菅藤委員、髙橋委員からも

ありましたが、私からもあえて、させていただきます。

高齢者おもいやりタクシー券の交付、１回500円であ

りますが、今年は申請者数991人、交付枚数が3万

3,929枚、使用枚数が1万7,880枚、使用率が52.7％と、

こちらも使用率の低迷が顕著であります。

令和５年度もですね、申請者数は1,028人、交付枚

数が2万8,260枚、使用枚数が1万8,481枚、使用率が

65.4％でありました。10％以上使用率が落ちています

が、原因は何だと思われますか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

令和６年度から、マイナンバーカードを利用した電

子化事業を本格化、実施しております。多くの市民の
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方から電子化に移行していただいており、電子化され

ている方については10枚追加で交付しております。こ

の10枚追加交付された方が、全部使い切れずに残して

しまったことも、使用率低下の一因ではないかと考え

ております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

マイナンバーカードでの電子化によって、交付枚数

をプラス10枚にしたことにより、5,003枚交付枚数が

増えています。ですが、使用枚数は601枚減っている

ところであります。交付を受けた人ですべて使用した

方は何名いらっしゃるのかお伺いいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

交付を受けた人、すべて使用した方につきましては、

紙が78人、電子が130人、合計で208名となっておりま

す。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

令和５年度は、全て使用した人が351名でありまし

た。それに対して、今回は208名ということは140人減

であります。そこにも何か要因があるのかもしれませ

んが、これは本当にいい制度なので、これはさっき髙

橋委員もおっしゃいましたが、もっと利用していただ

けるように、使用していただけるように、この辺もき

ちっと考えていかなくちゃいけないんだろうなという

ふうに思います。ですので、もう今年度に入ってます

けどもそういうことも含めて、前に進めていってほし

いなというところであります。よろしくお願いします。

次に行きます。実績報告書42ページ、３款１項６目、

地域生活支援事業であります。実績内容の補助金では、

自動車改造事業のみの掲載となっておりますが、生活

支援なので、他の補助金はないのか、お伺いいたしま

す。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

地域生活支援事業についてのご質問でございますが、

現状において尾花沢市では、自動車改造事業以外の補

助事業はない状況となっております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

自動車改造事業以外はないということであります。

しかしながら、地域生活支援事業の目的が、障がいの

ある方の福祉の増進を図るとともに、安心して暮らす

ことができる地域社会の実現を図る、とされています。

気候変動により、より暑い日が続く中で、エアコン等

の設置も生活には欠かせないと思います。補助金に加

えてはいかがと思いますが、どうでしょう。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

エアコンの設置についてでありますけれども、現在、

市町村の地域生活支援事業の対象事業にはありません

けども、障がい者が自立した日常生活、または社会生

活を営むことができるよう検討してまいりたいと思い

ます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

このエアコンに対する補助ですけども、先程、和田

委員のほうからも建設課のリフォーム補助というので

ありますということでしたが、建設課のリフォーム補

助は10％であります。ですから、単純に言えば10万円

のエアコンを付けたとしても、１万円しか補助になら

ないということであります。だいたい障がい者の場合

は、なかなか収入面でも難しいですし、その辺を考慮

して、来年度に向けてこの辺も検討していって欲しい

なというふうに思いますのでよろしくお願いいたしま

す。

次に移ります。次51ページになります。実績報告書

の51ページ、４款１項１目、出産・子育て応援交付金

事業でございます。この政策は、国、県、市の連携事

業と捉えていますが、出産時の給付としては、１に健

康保険制度に基づく出産育児一時金、２番目に出産・

子育て応援交付金、３番目にようこそ赤ちゃん応援メ

ッセージ・ギフト事業、４番にその他の出産祝い金等

があります。１の出産費用に伴う一時金については、

令和５年４月の出産分より、従来の42万から50万に引

き上げられたところであります。２については、妊娠

届時に５万円、出生届時に５万円、計10万円が給付さ

れるもので、山形県では全35市町村が一律に、令和４

年４月以降の出生分について、実施しているところで

ありますが、市の負担額の内訳をお願いいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

健康増進課長。
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◎健康増進課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。この事業は、国の伴走型相談支

援および出産、子育て応援給付金の一体的実施事業、

実施要綱に基づいて、令和４年度から実施しているも

のであります。負担額については、国が３分の２、そ

して県が３分の１、市が３分の１となっております。

以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

国が３分の２で、県が３分の１、市が３分の１、と

いうことであります。それで、３番のようこそ赤ちゃ

ん応援事業、応援メッセージ・ギフト事業、４番のそ

の他の出産祝い金等については、本市では市民税務課

において、出生届時に10万円と5,000円相当の地場産

品を贈呈しているということであります。現在の出生

数を鑑みると、もっとかさ上げしてもいいのではない

かというふうに考えますがいかがでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

市民税務課長。

◎市民税務課長（斎 藤 健 司 君）

お答えいたします。本市の出生数については、年々

減少しております。平成26年の出生数が103名だった

のに対して、現在は32名とまで落ち込んでおります。

祝品事業につきましては、出生数の推移や財源確保

の見通しを勘案しつつ拡充に向けて、関係課と協議し

てまいりたいと考えております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

本当に100名いた時代から、もう30の時代にきたっ

ていうのは、やっぱり誰が見ても悲しいことでありま

すし、それで産んでくれる人に関しては、本当に感謝

しかないというふうに思いますので、実際、100名い

た時代にはもう100万は使っているわけで、実際、今

のままでいけば、30万しか使ってないってことになり

ます。３分の１であります。その辺も考慮して、来年

度に向けてお願いしたいというふうに思います。

次に移ります。次は環境エネルギー課ですね。実績

報告書57ページ、２款１項14目、新エネルギー対策事

業であります。再生可能エネルギー設備導入事業補助

金の周知方法についてお伺いいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

環境エネルギー課長。

◎環境エネルギー課長（間 宮 明 君）

お答えいたします。令和６年度も同様なんですけれ

ども、令和７年度の実施の主な周知方法は、市報やチ

ラシ等の紙媒体とインターネット情報を活用した２種

類の方法をとっております。それで具体的には、紙媒

体については、４月に全戸配布したチラシ、尾花沢市

住宅関連補助事業の案内を定住応援課、そして建設課、

そして環境エネルギー課の３課合同で掲載して、対応

をいたしました。

また、市報おばなざわにつきましては、７月号に掲

載をさせていただいたところです。さらに、インター

ネット上におきましては、山形県住宅情報総合サイト、

ホームページのタテッカーナと市の公式ホームページ

のほうに掲載してございます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

令和５年度の申請がですね、８件で140万円であり

ました。令和６年度が５件で、60万7,000円でありま

す。この開きをどう捉えているか、お伺いしたいと思

います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

環境エネルギー課長。

◎環境エネルギー課長（間 宮 明 君）

お答えいたします。主に、令和５年度の太陽光パネ

ル発電設備の申請が４件、そして、蓄電設備の申請が

２件に対しまして、昨年度、令和６年度が太陽光パネ

ルの申請が１件、そして蓄電設備の申請が１件という

ことで、申請数、並びに補助額が大きく開きがあるた

めと捉えているところでございます。

この背景の主な理由としまして、新築家屋建築の減

少が影響していると思われるところでございます。太

陽光パネルや蓄電設備の多くは、新築建築に合わせて

設置される場合が、大部分を占めておるところでござ

います。

なお、令和４年度の新築棟数は16棟、そして５年度

が11棟、６年度が10棟と減少傾向に改めて推測してい

るところです。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

新築家屋の件数が減ってきているということであり

ます。また、こういう事業はですね、基本的には、メ

ーカーさんが大体分かっていると思うので、どう周知

していくかだけではなくて、どういう新エネルギーが

新しい家にとって、良いのかというのは、もちろん、
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そっちのほうもあるかと思います。今後とも、無くす

ことのないように件数が少なくなっても必要なものだ

と考えておりますので、県と連携して継続してやって

もらいたいというふうに思います。

次に、ゼロカーボンアクションポイント事業の内容

と、周知方法についてお伺いいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

環境エネルギー課長。

◎環境エネルギー課長（間 宮 明 君）

お答えいたします。令和６年度から脱酸素社会、ゼ

ロカーボンシティの実現に向けまして、市民の意識改

革を促す目的で市民を対象にゼロカーボンシティの実

現につながる行動に対して、ポイントを付与しまして、

今現在、30項目以上あるポイント対象を合計10ポイン

ト貯めますと、花笠商品券1,000円分と交換するよう

な事業を取り組んでいるところです。

周知方法につきましては、令和６年７月にポイント

付与カード、こちら全戸配布させていただいたところ

です。なお、今現在は市の公式ホームページ並びに市

報４月号に掲載させていただきまして、なお２階、環

境エネルギー課前のカウンターのほうで、一つ一つ説

明しながら、チラシ配布をしているところでございま

す。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

周知はしていると言いますけども、報奨費が５件と

いうことで、商品券1,000円、５件の1,000円で、

5,000円しか出資がなってないと。この辺はどう捉え

ているかお伺いいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

環境エネルギー課長。

◎環境エネルギー課長（間 宮 明 君）

お答えいたします。委員、仰せのとおり利用される

方が非常に少ないと見ておるところでございます。今

後はですね、チャレンジしてもらえるような仕掛け作

り、または、アイデアを考えていかなければならない

と考えているところでございます。

また、他市町村のその先進事例、こちらを参考にし

ながら、本市にあったやり方、そして市民が楽しくや

っていただけるように、そして参加しやすいやり方を

目指して進めてまいりたいと考えております。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

このゼロカーボンアクションポイントですが、ゼロ

カーボンシティ宣言する時も学校を利用させていただ

きました。そういうふうに、学校の子どもたちのほう

から、親御さんたちにとか、持っていけば、１番伝わ

りやすいのかなと思います。

やっぱり、なかなか市役所に来る時って、皆さんな

いですし、そういうことを考えると少しでもお子さん

いらっしゃる方には、これを先生たちから渡してもら

えれば、家に持ち帰って、お父さんとお母さんに見せ

るっていう機会も出てくるかと思います。ちょっとい

ろんなパターンを考えて、これは皆に広めていってほ

しいなと。そして、５件しかこないっていうのはちょ

っと寂しすぎるので、やっぱり100件くらいまでは増

えるように、頑張っていただきたいというふうに思い

ますが、いかがですか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

環境エネルギー課長。

◎環境エネルギー課長（間 宮 明 君）

昨年度は約30名の方が参加していただきまして、結

果的に10ポイントを達成したのが５件という形です。

今年度につきまして、今現在、70名の方が参加して

いただいて、まだ達成した方はいらっしゃらないです

けども、先程ありましたとおり、学校等と連携しなが

ら進めてまいりたいと考えております。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

ぜひ、お願いしたいと思います。

次、農林課に移ります。実績報告書の60ページであ

ります。６款１項３目、新加工品開発事業でございま

す。６次産業化総合支援事業費補助金の販路拡大開拓

費３件と機械設備等購入費２件についてのご説明をお

願いいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

お答えいたします。６次産業化総合支援事業費補助

金につきましては、市内で農産物を加工し、農産物が

元々持っている価値をさらに高めることで、農業所得

の向上に結びつける取り組みを支援している事業とな

っておりまして、昨年度は５件について助成を行って

きたところです。

実績としましては、販路開拓費３件についてはスイ

カや尾花沢産米粉を使ったパンの商品販売用のシール

やチラシの制作費、また民泊施設のホームページの制
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作費、また商品関連の商談会への参加経費に対しまし

て、補助を行ってまいりました。

また機械設備購入費２件につきまして、漬物加工工

場の改修整備、また冷蔵設備整備に対して活用した実

績となっております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

６年度は新加工商品は、作ってないということであ

ります。令和５年度、確か尾花沢スイカモンブラン、

ということで購入した記憶がございますし、令和４年

度はバウムクーヘン、ゼリー、ソルベというようなも

のが新加工品としてありました。

やはりですね、これもですね、毎年言ってるんです

けども、やっぱり尾花沢のお土産といったら何ってす

ぐ言えるようなものを、ぜひ作っていただきたいとい

うのが本音であります。

令和４年度のスイカバウムクーヘン、あれは印象的

でしたが、ちょっと1個4,000円ということもあり、な

かなかお土産としてはちょっと高いのかなと。あの半

分ぐらいの大きさで、まあ、最低2,000円以下、1,000

円から1,500円ぐらいであれば、お土産、小さくても

何個でも買っていけるので、そういうのが私は良いと

思うんですけど、課長はどう思いますか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

令和４年度ですね、バウムクーヘンということで制

作させていただきました。その制作品が二番煎じだっ

たということで、ちょっと残念だったんでしたけれど

も、やはり尾花沢のお土産を目指して、特産品の加工

品を目指して制作したバウムクーヘンでございますけ

れども、私も何回も食べましたけれども、この商品は

本当に尾花沢すいかをイメージした、本当に素晴らし

い商品だったなというふうに思っております。ぜひで

すね、やはりもう少し小さくて、手頃に買える値段で、

もう一度チャレンジしてみたいなという気持ちにもな

りますので、少し検討させていただければというふう

に思います。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

前向きな答弁ありがとうございます。実は前スイカ

ロールっていうのもあって、賞を取ったっていう話も

聞こえていたんですが、最近はもう作ってないってい

うことであります。やっぱりこのスイカバウムクーヘ

ン、もし本当に完成すれば、きっと、どこのお土産屋

さんにも置けて、きっと皆さんにスイカバウムクーヘ

ンがあるよっていうふうに言えると思いますので、ぜ

ひ実現できますよう祈っているところであります。

次、最後になります。実績報告書の66ページ、６款

２項２目、みどり環境交付金事業でございます。地域

提案型事業４事業と、市町村再生アクションプラン事

業４事業のご説明をお願いいたします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

お答えいたします。みどり環境交付金事業につきま

しては、山形県の緑環境税を活用した事業で、地域提

案型事業と市町村里山再生アクションプラン事業の２

つの事業に取り組んできております。最初に地域提案

型事業でございますけれども、バッファゾーン設置事

業110万につきましては、山林と住宅地や農地等の境

界にある林地等を枝打ちや下刈りを行い、見通しを良

くすることで、鳥獣の侵入を防ぎ、鳥獣被害軽減を図

ることを目的に令和６年度は北郷地区、下柳地区、五

十沢地区、芦沢地区で事業を実施しております。

次に、学校林整備事業推進事業、195万3,600円につ

きましては、旧名木沢小学校の学校林の間伐整備を実

施いたしまして、林内から発生した間伐材を活用して、

衛生ステーションを制作、設置した事業でございます。

令和６年度は２基制作いたしまして、六沢地区、毒

沢地区の２地区に設置した事業となっております。

次に、森々子育て準備事業、42万4,600円につきま

しては、おーばん琴の森のイベントを行うにあたりま

して、その準備として、周辺の草刈りなどを行った事

業となっております。

次に、徳良湖周辺森林環境整備事業、44万円につき

ましては、森の幼稚園活動のため、徳良湖のキャンプ

場内のツリーハウス周辺の草刈り等を行った事業とな

っております。

次に、市町村里山アクションプラン事業についてで

ございますけれども、絆の森松林保全対策事業85万

8,000円につきましては、長根山運動公園を中心に景

観保全と利用者の安全確保を図るため、マツクイムシ

防除として、約50本に樹幹注入を行った事業となって

おります。

次に、森々子育て支援事業23万3,068円につきまし

ては、市内外の親子を対象に桜等の植樹や森林散策等

を、おーばん琴の森の事業で行った事業となっており
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ます。

次に、森の学校自然学習授業39万4,958円につきま

しては、市内小学校、保育園、幼稚園の森林学習のた

め福原小学校で、シイタケの採集、植菌。保育園、幼

稚園で栽培キットによるシイタケ栽培を実施した事業

となっております。

最後に、地域提案型自然環境学習会支援事業、２万

974円につきましては、市内地区公民館と地域住民が、

共同で取り組む事業で、二ツ森登山を通した自然学習

会や炭焼き体験に支援を行ってきたところでございま

す。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

星川薫委員。

◎星 川 薫 委員

みどり環境交付金事業、これも素晴らしい事業であ

りますので、継続して行っていただければと思います。

これで、令和・公明クラブの総括質疑を終了いたし

ます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

以上で、令和・公明クラブの質疑を打ち切ります。

健康増進課長。

◎健康増進課長（齊 藤 孝 行 君）

先程、星川委員のほうに出産子育て応援交付金事業

の財源の負担割合ということで、報告しました。国の

方が３分の２、県と市が、３分の１ずつと言っており

ましたけど、６分の１ずつということで、訂正お願い

いたします。大変申し訳ございませんでした。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

では次に、市政研究会の質疑を許します。土屋範晃

委員。

◎土 屋 範 晃 委員

それでは、市政研究会の総括質疑を始めます。

初めに、実績報告書の40ページ、３款１項２目、老

人福祉費、高齢者おもいやりタクシー事業であります。

こちらにつきましては、先程、令和・公明クラブの菅

藤委員、髙橋委員、星川委員より、質疑がございまし

たので、重複していない部分について質疑させていた

だきます。

こちらの事業につきましては、対象者が市内に住所

を有し、かつ現に居住している満65歳以上で、普通自

動車免許を持たない方というふうになっております。

申請実績につきましては、菅藤委員への答弁のとおり、

紙券が332人、電子券が659人ということで、合わせて

991人とのことでありましたが、そもそもの対象者の

総数と申請率がどうだったのか伺いたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

対象者でございますが、対象者につきましては、

3,698人で、申請された方が991人でありますので、申

請率としましては、26.8％となっている状況でござい

ます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

申請率について承知いたしました。菅藤委員の答弁

の中でもあったようにあの電子券につきまして、659

人の方が申請されたということでありますが、この方

が、10枚の追加交付を受けた方の総数ということで、

理解してよろしいでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

そのように捉えていただいて結構です。電子申請、

659人すべての方に、10枚追加交付ということになっ

てございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

承知しました。使用率につきましては、52.7％とい

うことでございましたが、当初予算の要求段階で、予

算措置された段階で、使用率何％を想定して、予算措

置されていたのか伺いたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

当初予算の段階で、想定している使用率につきまし

ては、65％というふうになってございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

当初予算の段階で65％だったということで、承知い

たしました。使用が伸び悩んだ要因として、髙橋委員

と星川委員への答弁にあったとおり、追加交付された

方の分が使い切れなかったということが要因だと、分

析されているようでございました。中には、紙、電子

合わせて208人の方が全て使用されているということ

もありまして、使いたいと思う人にとっては、もっと

もっと増やしてほしいという意見も私も聞いてござい

ますし、一方で、こういった実績があるということで、
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実績が伸び悩んでいるという部分でありますので、今

後、利便性と適正な予算規模をそれぞれを考慮した形

で、制度設計に取り組んでいただきたいと思います。

次の事業に移ります。決算書の106ページから109ペ

ージ、３款２項２目、児童措置費でございます。

こども家庭センター事業、こちらにつきましては、

令和６年の主要事業ということで、挙げられていた事

業でもあります。当初予算額として、2,591万7,000円

ということでございましたが、こちらの決算額につい

て教えていただきたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

こども家庭センター事業でございますが、人件費が

1,456万7,550円、謝礼としまして3,672円、需要費が

24万3,020円、役務費が2万5,948円、業務委託料とし

まして114万4,000円、使用料及び賃借料としまして

131万6,040円、工場請負費としまして129万8,000円、

合計しまして、1,859万8,230円となっております。以

上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

実績が1,859万8,000円、約そのぐらいだということ

で承知いたしました。主要事業の資料の中では、事業

内容としてセンター長、統括支援員、こども家庭支援

員等の人員配置、それからサポートプランの作成、関

係機関との総合調整、対象者の事業把握、それから福

祉相談等と示されておりました。

このうち、実際に令和６年度にどのようなふうに実

施されたのか、事業内容について伺いたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

こども家庭センターの事業内容につきましては、非

常にデリケートな内容でございますので、詳細の答弁

は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、

こども家庭センターを設置したことで、母子保健機能

と児童福祉機能の一体的な運営を通じて、包括的な支

援を切れ目なく、漏れなく提供できる体制が整いまし

た。引き続き、関係機関と連携を図りながら、支援を

必要とする妊産婦や子どもとその家庭に対する支援を

実施してまいります。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

非常に事業内容がデリケートな部分ということで、

そういった要因もありまして、今回の実績の方でちょ

っと見えにくい形になっていたのかなと思います。

実際に、様々な事業の内容をされたということだと

思いますので、何らかの形でお示しできるようなもの

があれば、見えるような形で、これからの比較も継続

している事業でありますので、できるように対処して

いただければとお願いします。

次の事業に移ります。決算書の110ページから111ペ

ージ、３款２項３目、保育所費であります。保育料完

全無償化事業について質疑いたします。

こちらについても、実績報告の中から読み取れなか

ったのでお伺いいたしますが、無償化にあたって市の

負担額はどのくらいだったでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

保育料完全無償化に伴う市の負担額につきましては、

令和５年度の保育料をもとに試算しますと、640万円

程度となってございます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

640万円ということで実績になるということで、承

知いたしました。この支出につきましては、無償化す

る以前、０歳から２歳未満の世帯収入が約600万円以

上、第５階層以上という世帯に対して発生した保育料

の補填部分に、保育料相当額について、市が負担した

額ということで認識してよろしいでしょうか。また、

無償化の実施に際して、その保育料相当額を負担した

以外の支出があったかどうか伺いたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

これまで保護者の方が負担していた保育料のみとな

ってございます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

保育料の部分のみということで承知いたしました。

次の事業に移ります。こちらも同じく、決算書の

110ページから111ページ、３款２項３目、保育所費の

部分であります。保育施設防犯対策強化整備事業とい

うことで、こちらも令和６年の主要事業ということで、
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新規事業として取り上げられていた事業でありました。

当初予算額が155万円ということで、保育施設内に110

番非常通報装置を設置して、防犯対策の強化を図ると

いうことで、公立保育施設分を工事請負費、私立保育

施設分を補助金として、予算計上されておりました。

こちらについても、実績の書類から読み取ることがで

きなかったので質疑いたしますが、それぞれの決算額

について伺いたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

これまでも警備保障業務を委託しておりましたが、

110番非常通報装置導入に伴い、委託内容を精査しま

したところ、導入予定だった装置と同等の装置が、す

でに導入済みだったということから、私立保育施設と

も協議の上、ランニングコストや、使用の煩雑さなど

を考慮し、導入を見合わせたところでございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

今回はその工事、直接実施されなかったということ

なんですけれども、これから工事を行う予定などござ

いますでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

現在のシステムで同様の対応が可能ということであ

りますので、今後についても工事等の予定はない状況

であります。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

今後も工事をする予定はないということで承知いた

しました。既存のシステムに掛かる部分で新たに発生

した費用等はございますでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

特に新たに発生したものというものはございません。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

承知しました。155万円が余剰の予算になっていた

かと思うんですが、そちらの部分の使途についてどの

ように使われたか伺いたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

既決の予算につきましては、ときわ保育園の厨房の

給水給湯管が腐食により水漏れを起こし、給湯管破裂

により、給食の停止等の事態が懸念されることから、

急遽、工事が必要になりましたので、そちらの工事請

負費へ流用し、対応したところでございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

承知いたしました。この部分に関して、私が懸念し

ていたのが、新たな非常装置を入れることによって、

保育施設で働かれている方々が、有事の際に実際に使

えるのかどうか、というその運用の部分に関して心配

していたところでした。今回は、防犯対策の強化を図

るということが目的ですので、手段よりもその目的が

果たされることが大事だと考えております。ですので、

現場の状況を精査していただいて、実際に柔軟な対応

をしていただいた結果、予算使わずとも防犯対策の強

化が図られたということで私は考えております。

また余剰財源につきましても、既存施設の施設改良

につながる部分で、使っていただけたということで、

プラスアルファの仕事ができたのかなと思っておりま

す。

次の事業に移ります。健康増進課の部分になります。

決算書の116ページから117ページ、４款１項１目、保

健衛生総務費の不妊治療先進医療費用助成事業であり

ます。当初予算につきましては、予算の説明の際に、

令和３年度の件数を参考に、上限10万円を８件として、

80万円を計上するということで、ご説明を受けたと記

憶しております。

実績額については約24万円でございますが、その件

数が何件か教えていただければと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

健康増進課長。

◎健康増進課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。件数でありますけれども３件に

なります。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

３件ということで承知いたしました。この３件とい

うのは、何名の方になるのでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）
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健康増進課長。

◎健康増進課長（齊 藤 孝 行 君）

２組の方、２人の利用となっています。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

承知いたしました。予算の時の質疑にも出てきたか

と思うんですけども、年度によって申請にばらつきが

あるということで、さらに費用についても個人差があ

るということで、積算が難しい部分ということで承知

しておりました。３件、夫婦２組、２名の方の利用が

あったということで、こちらにつきましては承知いた

しました。

この利用に関してなんですが、実際に先進医療を受

けられる方が、この制度の存在を知っていなかった場

合についても、利用できるような体制。例えば、医療

機関に対する周知ですとか、そういったものを実施さ

れているかどうか伺いたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

健康増進課長。

◎健康増進課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。周知というような部分かと思い

ます。周知につきましては、県内の不妊治療及び妊婦

健診を実施している産婦人科の医療機関と、過去に申

請の実績がありました県外の医療機関１箇所について、

あとは管内の保健所に、制度周知のお知らせを送付し

ている状況であります。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

承知しました。実際にいろんな制度を個人が知って

いるかというと、そういう訳ではないかと思いますの

で、そういった知らない状態で来られた方でも、利用

できる体制になっているということで、今後も継続し

て取り組んでいただきたいと思います。

次の事業に移ります。実績報告書を76ページ、商工

観光課の管轄になるかと思います。７款１項２目、商

工業振興費、家計応援ごっつぉ券事業についてであり

ます。当初予算額が1,586万2,000円であり、内訳が、

商工振興補助金が1,500万円、業務委託料が86万2,000

円でありました。補助金の決算額が約742万4,000円で

すので、当初予算額と比べると執行率が49.5％と、半

分を下回った形になったかと思います。この券の利用

が伸び悩んだ要因をどのように捉えているか、伺いた

いと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

券の利用が伸び悩んだ要因についてのご質問でござ

いますけれども、昨年度の家計応援ごっつぉ券という

ことで、物価高騰により影響を受けている市民の消費

の下支えであったり、飲食店の経営支援というような

ことで実施したものでございます。

券の利用が伸び悩んだ要因といたしましては、やは

り、利用できる店舗が飲食店に限られていたことや、

また車での移動が困難な方には、利用が難しかった点、

また利用できる店舗についても、主にやっぱり中心部

の方に集中していることもあって、すぐ近くに利用で

きる店がないといった方については、利用する機会が

少なかったのかなというふうに捉えております。以上

です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

こちらの事業につきましては、財源として、物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金が使われていたか

と思います。こちらの事業で、使われなかった部分の

活用状況について伺います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。当初、予定されていた部分で、

使われなかった余剰分についての活用についてのご質

問でございますけれども、余剰分につきましては、お

ばね暮らし応援券事業として、物価高騰の影響を受け

ている市民の支援であったり、地域経済の活性化を目

的に事業を実施して活用しております。令和６年11月

の市報で、全世帯に1,500円の商品券を配布しまして、

事業を実施しております。

利用実績については、発行額741万3,000円でござい

ますけれども、利用実績といたしましては、573万

8,000円ということで、利用率については77.4％とい

うような実績でございました。約８割の方からご利用

いただいたということで、効果があったというふうに

捉えております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

承知いたしました。事業、実際にやってみないと分

からないということは、当然あるかと思います。同じ
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年度内で、こちらのごっつぉ券の事業が伸び悩んだと

しても、同じ目的の補助金を使って、おばね暮らし応

援券事業ということで、77.4％の利用があったという

ことですので、こちらも柔軟に対応していただけたの

ではないかと思っております。

まだ、物価高騰、続いて厳しい状況でありますので、

今後も試行錯誤しながら、ぜひ市民の生活が豊かにな

るような、取り組みにつなげていただきたいと思いま

す。

次の事業に移ります。実績報告書の79ページ、７款

１項３目、観光費、徳良湖スノーランド屋外用Ｗｉ―

Ｆｉ環境整備事業であります。こちらについては、先

ほど、畑中委員のほうから、質疑ございましたので、

重複している部分については、割愛させていただきた

いと思います。

こちらの当初予算額については、450万8,000円であ

りまして、決算額が550万円となっております。工事

費用が100万円、約22％増額となっておりますが、そ

の理由について伺います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。当初予算に比較して、決算額が

増えた要因でございますけれども、先ほど、畑中委員

のほうにも説明したところでございますが、昨年度、

この事業をこの工事を行うにあたって、観光庁のイン

バウンド安全安心対策推進事業補助金の方を活用して、

事業のほうを実施しております。この事業については、

災害時においてインバウンド旅行者の方々の求めに応

じて、さまざまな情報を案内できる環境を整備して、

対応の強化を図るということが目的となっておりまし

て、この補助金を活用する上で国が定める内容に準じ

て、整備する必要がございました。そのため、改めて

国が定めるものに合う形で、仕様のほうの見直しを行

った結果、費用について100万円程ですけれども増額

となったものでございます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

土屋範晃委員。

◎土 屋 範 晃 委員

承知しました。国の定める内容に準拠する形で、補

助金を活用しながら実施できたということで、承知い

たしました。こちらについては、先ほど畑中委員の答

弁にもございましたが、夏場も利用できるような状況

だということでございましたので、ぜひ畑中委員に重

ねて、これから周知していただいて、たくさんの方に

利用しただしていただけるように取り組んでいただき

たいと思います。

以上で、私からの質疑を終わります。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

続きまして私から総括質疑をさせていただきます。

はじめに、決算書の70ページから73ページにかけまし

て、２-１-２文書費、２-１-５財産管理費の消耗品費

についてお伺いしたいと思います。どちらも、令和５

年に対しまして、決算額が増高してたように見受けら

れました。特に文書費のほうですけれども、令和５年

に対しまして、令和６年度の決算では、約倍近くに増

えてたとお見受けしておりますが、こちらの増高の理

由とはどういったことだったのか、教えていただけれ

ばと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総務課長。

◎総務課長（永 沢 八重子 君）

２款１項２目、文書費の消耗品費について、増額の

要因でございますが、消耗品費中で増額の要因となっ

たものが、印刷機のインク代となっております。令和

５年度までは、印刷機のインク代のほうを、使用頻度

の高い課のほうにも予算を置いて、支払いをしていた

だいていたところだったんですが、令和６年度からは、

総務課のほうに予算を置きまして、総務課ですべて支

払うことになったために令和５年度と比較すると、増

額となったものでございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

財政課長。

◎財政課長（菅 野 智 也 君）

私からは、２款１項５目の財産管理費についてご説

明申し上げます。前年度と比較しまして、約55万円程

決算額が多くなっておりますけども、その要因でござ

いますが、これはあの公用車、29台分のドライブレコ

ーダーを一括購入したことによるものでございます。

その金額ですけれども、70万7,636円でございます。

今回、この度のドライブレコーダー一括購入によりま

して、特殊車両を除く公用車、85台へのドライブレコ

ーダー搭載完了したところでございます。以上でござ

います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

文書費に関しましては、使用頻度の高い課からの移
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動ということですが、全体的にいろいろ、今、物価高

騰等でじわじわといろんな項目が上がっていると、私

は感じられておりました。特に事あるごとにですけど

も、さまざま限られた予算の中でというお話もありま

すので、やはり今回ドライブレコーダーとか、必要な

物を買われたということでありますけども、そちらも

更新時期もこられることと思います。使っていれば。

そういったところも、先を見据えて、コスト意識も消

耗品費の例えば細かい事ですけども、紙類とか市の封

筒とかそういったところも、コスト意識を持って市民

に対しまして、そういった意識を持ってやってるとい

うところが見えるような形でお願いできればなと思っ

ております。

次の通信運搬費についてでありますけども、こちら

も令和５年に比べまして、令和６年は増高しています。

私もやっぱり、郵便料金の改定に伴うものも影響して

いるんではないかなと思っておりますけれども、これ

に関しまして、市としての努力策とかございましたら、

お願いしたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総務課長。

◎総務課長（永 沢 八重子 君）

２款１項２目の、通信運搬費に関してですが、先程、

委員からありましたとおり、昨年の10月に郵便料金が

改定になりまして、それに伴いまして、やはり10月以

降の通信運搬費が前年と比較しますと、２割程度増え

ているような状況でございます。通信運搬費の削減に

つきましては、これまでもポスターや冊子などの信書

以外の文書につきましては、より安価なゆうメールを

使用するよう呼びかけたり、また市内特別郵便に該当

する999の42番の郵便については、一般の郵便と分け

て取り扱うなどして、郵便の削減に取り組んできてお

ります。今後につきましては、さらに郵便の削減とい

うことで、文書で郵送でお送りしているものについて、

電子データによるメールでの送付ができないかといっ

たことであったり、これまで郵送してきた文章の中で、

削減できるものがないかといったところなども検討し

て、今後郵便物の削減に、さらに努めていきたいと考

えております。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

あの以前にもこの郵便に関しましては、お話しさせ

ていただいたことがありまして、一時期は郵便も少し

少なくなったような気がしました。手渡しでできるも

のは手渡ししていただいて、努力していただいている

姿は十分感じられておりますが、最近は少し郵便も増

えてきているように感じております。これまで以上に

郵便のシステムのことを全庁を挙げてですね、細かな

仕事になるとは思いますけれども、そういった意識も

全庁に広げて、さらに広げていただきたいなと思って

おります。よろしくお願い致します。

続きまして、決算書の77ページ、２－１－７－12節

の委託料、地方創生推進アドバイザー業務委託料につ

いてお尋ねしたいと思います。先ほど菅藤委員のほう

からは、成果のほうの質疑がございました。そちら、

地域づくり協同組合の成果はあるというお話はお聞き

した訳ですけれども、実際のこのアドバイザー事業の

市の目的、狙いとこちらの委託期限、あとは委託料の

積算根拠というのをお聞かせ願いたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

まず、市の狙いという部分ですけども、今アドバイ

ザーを受けております方につきましては、過去に本市

で協力隊として活動しながら、その後、国の機関でも

働いているような方であります。本市といたしまして

も、ぜひ課題解決を目指す上で、やはり先程からお話

しされているように、財源的な要素もかなり求めてい

かなければならないと思っていまして、さまざまな国

の省庁における補助事業の有効活用などを特に目指し

ていきたいというふうなものも考えております。その

中で課題解決にはさらに専門的な知見を生かすという

ふうなことになりますけども、各省庁や民間事業との

マッチングによって、市の持ち出しをなるべく少なく

していくっていう部分も大きな狙いというふうに考え

ています。

また、さらに詳細の狙いという部分につきましては、

先程、４項目程上げさせてもらったとおりであります。

また委託期限っていう部分ですけども、期間につい

ては、４月から３月末まで昨年度契約しておりますけ

れども、この期限っていうのは、いつまでっていう事

業全体のめどというふうな形だとすれば、当面は続け

ていきたいと思っています。やはり課題解決っていう

部分については、一朝一夕に行くようなものではあり

ませんので、当面続けていくというふうな考えであり

ます。

あと、委託料の積算根拠という部分につきましては、

基本的にこの部分については、一昨年度の６年３月定

例会のほうで予算化していただきながら、進めてきた
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事業でありますので、その際にもその積算という部分

については、少し触れさせていただきましたが、振り

返りますと、この給料についてはあくまでも条例の中

の審査会委員等の報酬を参考にしながら、組み立てさ

せていただいております。先程の交通費130万円含む

っていう話なんですけども、給料につきましては、75

日分で250万円、それに交通費130万円、諸経費、税金

と合わせますと、425万7,000円というふうな形になっ

ております。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

若林アドバイザーのほうからはさまざまなご提案、

今仰られたような、国の補助事業の有効活用であった

り、各省庁、民間のマッチングであったり、さまざま

な情報をいただいているのではないかと。若林アドバ

イザーとは、お会いしたことあるんですけれども、こ

ちらに出向かない時でも、インターネット、ZOOMなど

でも、いろんな方とのミーティングもしているという

お話は聞いております。

そういった中で、さまざまな情報提供とかあったと

思うんですけれども、市として、今実績あるのは、１

つになっておるんですけども、何か他に採用しようと

思ったこととか、良い情報とか、なかったものでしょ

うか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

先ほどの、各省庁という部分での取り組みの１つと

して、例えば、令和６年３月の予算の審議の際に、第

１分科会の委員長の報告からは、やはりこういう事業

については、継続して取り組んでいくためにも、有利

な財源の確保に努めなければならないというふうなも

のが、総括の中でも出されております。で、それを受

けまして、現在、特別交付税の措置になる地域活性化

企業人の副業型という形で、改めて主のほうから企業

を立ち上げてもらいながら、この総務省の事業に合致

するような取り組みとして、今回、今年度から取り組

んでおります。ただ、昨年度の年内で、６月中に若林

アドバイザーのほうが、法人を起ち上げまして、その

起ち上げた成果を元にして、地域活性化企業人の副業

型の事業として、今般取り組んでいるというふうなも

のについても１つの成果だというふうに捉えておりま

す。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

私どもの市の地域の課題というのは、たくさんある

のは存じ上げておりますけれども、何か何点か絞った

形で集中して若林さんにご努力をお願いしていく必要

があるのではないかと思います。なので、若林さんの

力を十分に発揮していただくには、ある程度の期限を

設ける必要があるのではないかと。いろんな事を頼ま

れても、若林さん、いろんな事に手をつけるのも大変

だと思います。その辺のところ十分考慮していただけ

ればなと思いますので、よろしくお願い致します。

続きまして、実績報告書の16ページ、２－１－12、

防災行政無線整備事業についてお伺いいたします。こ

ちらの事業は約800万円ほど、事業費、保守点検等で

整備していただいているものでございますけれども、

実際に、こちらこういった万全な整備をしていただい

ている機材を利用して、日頃の状況にあった正確な情

報伝達に努めていらっしゃいますでしょうか。

また、こちらの防災情報以外での活用方法もお考え

いただいているかお尋ねしたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

まず日頃、正確な情報伝達に努めているかというよ

うなことでございますけれども、今日午前中もだいぶ

雨が降りました。その辺も含めまして、気象庁、関係

機関などから情報収集、また庁内での情報共有なども

含めまして、正確な内容をお伝えするというようなこ

とに努めてございます。

まず、防災行政無線につきましては、３種類の放送

をしてございます。基本的には、システムの稼働状況

の確認、また災害事の放送の訓練も兼ねまして、時報

を毎日３回鳴らしてございます。６時と18時にはチャ

イム、12時には四季に変化を持たせたメロディーとい

うことで行ってございます。

また、消防演習時、防災訓練時のサイレン、あとは

Ｊアラート連動の訓練放送などを事前周知をしながら

放送しているものもございます。

また、２つ目は臨時的な放送ということで、注意呼

びかけになりますが、火災予防運動、あとは昨今の熱

中症警戒、あとクマの警戒情報など、必要なものを緊

急放送として行ってございます。

また、災害時には当然、緊急放送といたしまして、

災害や火災の情報、土砂災害警戒情報など、緊急を要

する際の放送についても行っている。この３つの役割

令和7年9月17日総括質疑



を担ってございます。

前段に申し上げましたとおり、住民の皆様には、正

確な情報を迅速に伝えられるようなものとして、日頃

の維持管理をしながら、正確な情報を伝えていくこと

にこれからも努めていきたいと思ってございます。以

上でございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

日頃、災害が増えまして、熱中症、そしてクマ、い

ろんな動物の被害、さまざま放送を流すことも増えて

いるんですけれども、たまにですね、状況と違うこと

が流れているということにすごく気になりまして。消

防署さんのほうから依頼された放送かもしれませんけ

れども、天気の状況も合致させたような正確な情報を

流していただかないと、この防災無線に対する信頼度

もなくなってしまってはいけないのではないかと思い、

質問させていただきました。お忙しいことかと思いま

すけれども、やはり頼まれた放送をそのまま流すので

はなくて、やっぱりその都度、その都度、確認をお願

いしたいと思います。

また、こういった立派な機器ございますので、災害

情報とかそういったことばかりではなくて、防災行政

無線ということなので、行政の何かイベントごと、例

えばですけども、商品券発行した際には、商品券の使

用期限迫ってますとか、あとは例えばですね、花笠ま

つり前、これも前に申し上げたことあるんですけれど

も、花笠まつりの時には、尾花沢の中心部に来れない

ご高齢の方もいらっしゃるかと思いますので、一日中

流すのではないんですけども、時々５分、10分区切っ

て、一日１回でも２回でも、その時だけお祭りの雰囲

気を盛り上げていただく使い方もあるのではないかと

思いますが、いかがでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

市長。

◎市長（結 城 裕 君）

これはですね、やっぱり非常に大事なお話だと思い

ます。防災行政無線で、その他の例えば、お祭りのお

知らせをするということであると、防災行政そのもの

が、やはり役割が何なのかさっぱり分からなくなるだ

ろうと私は思います。

やっぱり、緊急時、防災に関係したもの、やはり、

そういうものが流れてくることを前提に設置している

わけですので。その中からそういうようなものが流れ

てくるのであれば、役割自体がやっぱり変わってくる

というふうになると思います。

もっと申し上げれば、予算の執行の仕方も変わって

くる。防災行政無線というものの使い道として、我々

はそれを設置しているわけであって、そこからスター

トして設置されているわけです。それをどんどん、ど

んどん範囲を広げていくようであれば、それはそれで、

やっぱり、そもそも決算という観点から申し上げれば、

やっぱりもうずれてくるんだろうなというふうな思い

がします。

仮に祭りのことをお知らせるのであれば、それはそ

れでまた別の方法でやって、もちろん、今やっている

わけですし、さまざまやりようがあるんだろうと思い

ます。

いずれにせよ、防災行政無線はそういう緊急時、災

害、そういうものに関連したものだけを流すというふ

うにお聞きする方も、そういうもので流れてくるとい

うふうに捉えていただくと一番この価値があると。場

合によって、すぐ逃げてくださいということなんです

ね。やっぱりちょっと趣旨が変わってくるとそういう

ものが、やっぱり緊急時に響かないというようなこと

になってしまうと私は思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

防災行政無線と防災無線の違いを、まずは、確認し

ていただければと思います。あとは、日頃の情報伝達

は、信頼度をいかにするかというところで、大変重要

だと思いますので、そこもご注意願いたいと思います。

続きまして、実績報告書18ページの山形県・長井市

合同総合防災訓練が昨年はありました、というご報告

なんですけれども、こちらはあの毎年、県と市が持ち

回りでやっていらっしゃるというのは、お聞きしてる

んですけれども、どのような要件で開催されているも

のかと参加要件というのをお聞きしたいと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

令和６年度に行われました県の防災訓練の中身につ

いてでございます。昨年度につきましては、長井市と

の合同での訓練が開催されまして、昨年の９月に行わ

れているものでございます。

実施要綱というものでございますけれども、この訓

練につきましては、県とその開催市町村が、それぞれ

地域防災計画を持ってございまして、その地域防災計

画に基づいて行っているものでございます。その時も、
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地震がマグニチュード7.7というようなことで、最大

６強の地震を想定したものとして、去年も行われてご

ざいます。

訓練主体としましては、山形県、長井市、西置賜行

政組合消防本部、長井市消防団、置賜総合病院、長井

市の自主防災会や小学校などを初めとして、近隣市町

村ですとか、国、自衛隊も含めまして、いろんな総合

防災訓練として行われているようでございます。

私達、他の市町村としての参加については、訓練を

参観しながら学ぶというようなことが主になりまして、

例年、本市からは、防災危機管理課、消防本部、消防

団の幹部等が出席しているような状況にございます。

以上でございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

山形県と市で大々的にする防災訓練とお聞きしてお

りましたので、例えば、今ご報告あったように、消防

本部、消防団とか、防災危機管理課のほうで参観され

ているということでありましたけれども、質問の趣旨

としましては、こういった大きい訓練を見るだけでも

防災意識が湧くのではないかと思ったところでござい

ます。なので、参観の範囲を広げることはできないか

なと。つまりは、各地の自主防災会の方々であったり、

尾花沢市の防災士の方であったり、参加はできなくて

も、参観することで例えばバス１台借りて、見ること

できないかなというところで質問させていただきまし

た。ぜひ来年度は、もしそれが可能でありましたら、

お声がけいただければなと思っております。よろしく

お願い致します。

続きまして、この防災訓練に関連しまして、そうい

った県と市で大々的に防災訓練されているわけなんで

すけれども、本市におきましても火災訓練もあります

けども、その他本市の消防団の操法訓練とかの回数は、

前より少なくなっているのではないかというお声があ

るんですけどもどのようでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えします。消防操法に関しましては、県のほう

で、操法指導会のほうなどもなくなりまして、北村山

地区でも、その動きで操法の指導会はなくなっており

ます。それに代わって、尾花沢消防団では、大規模火

災訓練と称しまして、年間、春先に実施しているよう

な状態です。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

そちらの訓練も大変今、重要な訓練となっておりま

すので、ぜひ消防団の方には、本当に難儀を懸けるん

ですけども、技術力の向上につなげていただければな

と思っております。実際の火災現場で、素早い行動が

できるように、訓練の方も、回数をなかなか仕事をし

ながらだと大変だというお話もあるかもしれませんけ

れども、技術力の向上に努めていただけるように、お

願いしたいと思います。

続きまして、実績報告書の101ページ、10－２－２、

10－３－２、小学校、中学校扶助費についてお伺いい

たします。こちら、過去の決算書の実績報告書と比べ

させていただいたんですけども、全体の児童生徒数の

減少に対しまして、準要保護対象者が増えている、と

いう現状があるようです。こういった状況を、尾花沢

市としましては、どう捉えていらっしゃるのか。それ

と、保護者の方への相談体制とは、どういうものでし

ょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（齊 藤 公 良 君）

お答えします。委員ご指摘のとおり、対象となる人

数は増えておりますけども、準要保護世帯としては、

ほぼ減少している状況にあります。これは兄弟がいる

ことで、世帯数としては実は減っているということな

ので、兄弟関係で人数が増えているというふうな傾向

であるのかなというふうに捉えております。

相談事業といいますか、就学援助制度のお知らせと

いうふうなことで、年度初めのＰＴＡ総会で保護者の

方に周知を図っております。

なお、これは学校としての申請となるために状況に

よっては、本制度の照会や相談があった場合には、個

別に内容に応じて、教育委員会の教育相談とともに、

福祉課へつなぐなど、保護者支援にも取り組んでいる

ところでございます。以上です。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

極端に減ってはいないのではないかなと私は感じる

んですけども、こういったこれはお子さんへの支援だ

と思うんですけども、要は保護者の方の原因といいま

すか、そちらのほうが重要なんだと思いますので、ま

ず保護者の方の心身の健康状態とか、あとはどうして
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そういった現状になるのか、就職の支援体制、相談体

制とか、そういった多岐に渡る相談というのが出てき

てるんじゃないかなと思います。この１人でも、１世

帯でも、そういった世帯を減らしていく、みんなで減

らしていく努力をしていかなきゃいけないんじゃない

かなと思いますので、こども家庭センターもございま

すし、教育委員会だけではやれない問題ではあります

ので、商工観光課とまず一体となって、そこのご家庭

を自立できるような、何か策を考えていかなくちゃい

けないんじゃないんでしょうかと思うんですけどよろ

しくお願いします。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

市長。

◎市長（結 城 裕 君）

こういうご家庭が増えているということは、やはり

これはもう、この地域だけの特有の話ではなくて、や

はり全国的に目を広げてみても、やはりそういう方々

が増えているということは、これはもう事実だと思い

ます。

なぜという部分については、やはり、一般的に言わ

れることではあるんでしょうが、生活そのものが非常

に難しい時代に入ってきていると。親の方々、いわゆ

る働いている親御さんの環境、そしてまた、お子さん

が毎日生活している環境、そういうものをすべてにで

すね、絡んできていて、やはりそういう中で、特に

我々はこの教育に関しては、お子さんを中心とした考

え、教育を中心とした保護ということを念頭に置いて

やってるわけですけれども、やはり、議員も仰ったよ

うにですね、さまざまな観点があって、そういう状態

に陥っているということは、事実でしょうけれども。

一方で、それをいわゆる行政のほうから、良かれと

思って、こういう手を差し伸べるということは、なか

なか難しい部分もあるということは、ご理解していた

だけるのではないのかなと。

したがって、難しい問題だからといって、じゃ、他

の課がみんな一緒になってほい、ほい、ほいというわ

けには、なかなかいかないというのが現実だろうと思

います。

したがって、我々はお子さんを中心として、まず、

どういう対応をして、お子さんを教育させていただく。

そういう中から、親御さんのほうから、そういうお話

があるんであれば、そこはまたそれぞれの担当のとこ

ろで相談させていただくということは、可能なんでは

ないかなというふうに思います。

一時期的には、なかなかそこを一方的にこちらのほ

うから、ということは、難しい状態ではないのかなと

いうふうに思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

子どもへの相談というより、家庭内の相談、いろん

な家庭で、どんなことがあるかというのは、お子さん

からは聞く必要があると思うんですけれども、もしそ

ういう相談があれば、あとは異変とか、気付いたりと

か、いろいろ、配慮が必要だと思うんですけども。

ちょっと今、市長が仰ったこととは、ちょっとまた、

私が質問したこととは、ちょっと違ったように思いま

す。

次の質問になりますけども、決算書の180ページ、

181ページ、10－４－１－18節、ふれあい推進事業補

助金についてです。こちら、イベントなどの事業費は

含まれているんでしょうか。昨年の市単独事業の実績

を教えていただければと思います。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

社会教育課長。

◎社会教育課長（塩 原 和 成 君）

委員が仰っております、ふれあい推進事業補助金に

関わります、こちらのイベントなどの事業費というの

は、市の結婚促進協議会ＬａＬａネットに関わる事業

費ということだと思っております。こちらにつきまし

ては、まずは、ふれあい推進事業費補助金につきまし

ては、ＬａＬａネットのほうに交付させていただきま

して、そのＬａＬａネットの活動費用として使ってい

ただいているものでございます。こちらについて、今

現状の活動費用については、相談会や情報交換会等で

使っていただいている事業費、また、あとは、会員で

いらっしゃいますマッチングサポーターの行動費など

に活用していただいているものであります。

令和５年度以降ですね、国の地域少子化対策重点推

進交付金、こちらの交付を受ける際に婚活のイベント

に関わります費用、講師謝礼や、イベントに関わりま

す周知のチラシやポスターの作成費用なんですけれど

も、こちらは、その交付金の対象となることもあって、

市の一般会計、社会教育総務費に置かせていただいて

いるところでございます。この市の部分での、決算部

分の実績としましては、昨年度、令和６年度につきま

しては、謝礼としまして研修会の講師謝礼で３万円、

そして印刷製本費としましては、実際、残念なことに

急遽、そのイベント企画していたイベントのほうが、

中止になってしまいましたけれども、そのイベントの
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ほうの周知用のチラシ、ポスターのほうを作成してお

りますので、こちらが２万3,980円。また、ＬａＬａ

ネットの事務関係の携帯の使用料としまして、４万

7,424円、そして、ＬａＬａネット事務員のほうの情

報交換会等で使用しております運転業務委託料につき

まして、12万2,898円。以上、22万4,302円につきまし

て、この一般会計よりの支出となっているところでご

ざいます。以上でございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

分かりました。こちらの事業は、行政が取り組みを

始めたということをお聞きしておりますので、今後も

積極的に、例えば、お隣の大石田町のように若い人が

集まる音楽ライブなども開催されているようですので、

ぜひご参考いただいて、事業に繋げていただければと

思います。

続きまして、Ａｉナビ山形の登録推進事業なんです

けども、こちらは令和６年度の新規推進施策ではあり

ましたけども、予算執行と実績の報告がありませんで

した。内容的にはどうだったんでしょうか。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

社会教育課長。

◎社会教育課長（塩 原 和 成 君）

こちらのＡｉナビ山形のですね、登録推進の事業費

用でございます。こちらのほうについては、Ａｉナビ

山形のほうに登録する際の入会費用の半分、または上

限5,000円のほうを補助させていただくものでござい

ます。こちらは、令和６年に立ち上げまして、今現在

までで、まだ実績の方はない状況でございます。以上

でございます。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

鈴木由美子委員。

◎鈴 木 由美子 委員

分かりました。今年度も予算計上になっております

ので、１件でも多く登録がなるように皆さんに周知が

徹底になるようにお願いしたいと思います。

以上で、質問を終わります。

◎決算特別委員長（安 井 一 義 委員）

本日の委員会はこの程度にとどめ、明日18日午前10

時より引き続き総括質疑を行います。

本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労様でし

た。

散 会 午後３時02分
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